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１ 計画の趣旨・期間 

（１）計画の趣旨

「地域福祉計画（以下、「計画」という。）」は、社会福祉法第107条に基づき、次の事

項を一体的に定める計画です。 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関する 

共通的事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

本市では、平成 16（2004）年度に第１期計画がスタートし、今回が第６期となりま

す。今回の第６期計画についても、市計画と区計画をそれぞれ策定しました。 

（２）計画の期間

第６期計画の計画期間は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間で

す。 

年度

 (西暦)

(平成)

26 
2014

27 
2015

28 
2016

29 
2017

30 
2018

(令和)

元 
2019

２ 
2020

３ 
2021

４ 
2022

５ 
2023

６ 
2024

７ 
2025

８ 
2026

（３）地域福祉計画と地域福祉活動計画の関係

地域福祉を推進するための計画としては、市町村が策定する「地域福祉計画」と共に、

地域福祉の推進を図ることを目的として市町村社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動

計画」があります。 

地域福祉を進めるための理念や仕組みをつくる計画が「地域福祉計画」であり、それを

実行するための、市民の活動・行動のあり方を定める計画が「地域福祉活動計画」です。 

地域包括ケアシステム構築の推進期間 土台づくり 
更なる 
進化 

１年延伸 

【地域包括ケアシステム推進ビジョン】 

【地域福祉計画】 

第５期 

第７期 

第６期 

第４期 １年延伸 

 第二段階  第三段階  第一段階 
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川崎市地域福祉計画

各区地域福祉計画 

川崎市社会福祉協議会
地域福祉活動推進計画

市の福祉課題への対応方針の提示

計画内容の支援・連携 

リーディング事業の提案 

各区社会福祉協議会
地域福祉活動計画 

政策提言・ニーズ抽出 
・意見反映 

課題の提示 

区方針案の提示・

連携調整 

市方針案の提示・
連携調整 

福祉課題への対応に向けた

取組推進事業の提示 

リーディング事業の提案 

計画内容の支援 

ニーズの集約 

先駆的な取組の提示 

地域課題への対応に向けた 

相互分担・連携 

川崎市 川崎市社会福祉協議会

本市では、各区が「地域福祉計画」を策定し、同様に区社会福祉協議会も「地域福祉活

動計画」を策定していることから、両計画は、地域課題を共有し双方が補強、補完し合い

ながら連携した事業を展開していきます。 

社会福祉協議会は、社会福祉法第 109 条において地域福祉の推進を図ることを目的と

した団体と位置付けられ、事業の企画・実施、住民参加の援助、調査・普及等の役割が求

められています。 

今般の計画策定にあたっては、「川崎市地域福祉計画」「各区地域福祉計画」及び川崎市

社会福祉協議会の「川崎市地域福祉活動推進計画」がそれぞれ計画改定年であることから、

「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン（以下、「推進ビジョン」という。）」（次頁以

降参照）の趣旨を踏まえ、相互に連携を図りながら、検討を進めました。 

【川崎市地域福祉計画と川崎市社会福祉協議会地域福祉活動計画との関連性】 

※市社会福祉協議会計画における人材育成、研修開催、災害への対応等、地域に対し全市的に
取り組む事業については、各区地域福祉計画とも連携。 
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２ 川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョンに
基づく取組の推進 

少子高齢化とともに、昨今、家族・地域社会の変容などによるニーズの多様化・複雑化

が進み、地域における生活課題の多様性が高まっていることから、本市では、高齢者に限

らず、すべての地域住民を対象に、関連個別計画の上位概念として「川崎市地域包括ケア

システム推進ビジョン」を策定しました。 

（１）社会環境の変化

社会環境の変化として、本市は比較的若い都市ですが、今後、高齢化率が21％を超え、

超高齢社会が到来します。また、急速な高齢化の進展とともに、少子化が同時に進むこと

が予測されています。 

少子高齢化の進展は、同時に、生産年齢人口の減少を伴い、社会・産業構造の変化、ケ

ア人材の不足などが進んでいくことにつながります。 

特に、今後、後期高齢者が増加することで、慢性疾患、さらには複数の疾患を抱えなが

ら生活を送る高齢者が増加していき、疾病構造の変化が想定され、「治す医療」から「治し

支える医療・介護」への転換が必要となっています。 

（２）地域包括ケアシステム推進ビジョン策定の背景

超高齢社会に突入し疾病構造などの社会環境の変化に対応していくため、国においては、

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律」に、高齢者を対象として、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の

支援が包括的に確保された体制づくりをめざす地域包括ケアシステムの構築について規定

されています。 

本市においては、高齢者施策が、住宅施策等の関連施策との連携を図ることや、認知症

の人を支える生活支援等、他の様々な施策と仕組みを共有できる部分が多いと考えられる

ことから、そのようなシステムの汎用性に着目し、昨今の家族・地域社会の変容などによ

るニーズの多様化・複雑化による地域における生活課題の多様性の高まりを踏まえて、高

齢者に限らず、障害者や子ども、子育て中の親などを加え、現時点で他者からのケアを必

要としない方々を含め、すべての地域住民を対象として、平成 27（2015）年３月に、

関連個別計画の上位概念として、「推進ビジョン」を策定しました。 

また、地域包括ケアシステムの基幹的な取組としては、様々な医療・介護等の専門職に

よる協働からはじめられましたが、まちづくりの側面も重要と考えられ、地域包括ケアシ

ステムの構築に向けては、保健・医療・福祉分野に限らず、幅広い行政分野が総合的に取

り組んでいくことをめざしています。 

さらに、今日では、国においても、高齢者に限らず、多様な対象者が想定され、地域包

括ケアシステムの普遍化に向け、「地域共生社会の実現」をめざし、まちづくりや地方創生
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などの取組との連携や、①本人・世帯の属性に関わらず受け止める相談支援としての「断

らない相談」、②狭間のニーズに対応できるように、地域資源を活かしながら、就労支援、

居住支援などを提供することで社会とのつながりを回復する「参加支援」、③地域社会から

の孤立を防ぎ、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出す「地域づ

くりに向けた支援」の3つの支援を一体的に行うことが求められています。 

【「地域共生社会」の実現に向けて】 

（３）推進ビジョンの概要

推進ビジョンは、「川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による誰もが住み慣

れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」を基本理念と

し、「①意識の醸成と参加・活動の促進」「②住まいと住まい方（地域コミュニティ等との

関わり方）」「③多様な主体の活躍」「④一体的なケアの提供」「⑤地域マネジメント」の基

本的な５つの視点で取り組むものです。 

これらの取組を通じて、住み慣れた地域で自分らしさを発揮し、自立した日常生活を営

むことができるように、生活に必要な要素が包括的に確保された体制づくりとして、地域

包括ケアシステムの構築をめざしています。 

◆制度・分野の枠や、「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、 

人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割をもち、助け合いながら暮らして 

いくことのできる、包摂的なコミュニティ、地域や社会を創るという考え方 
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【「地域包括ケアシステム推進ビジョン」における取組の視点】 

～一生住み続けたい最幸のまち・川崎をめざして～ 

※「川崎市地域包括ケアシステム連絡協議会運営委員会」での議論を踏まえて、民間企業なども含めたより多
様な主体の参画が進んでいることから、「３．多様な主体の活躍による、よりよいケアの実現」の「ケア」

を「支援」と読み替えて表記しています。 

［意識の醸成と参加・活動の促進］

１．地域における「ケア」への理解の 

共有とセルフケア意識の醸成 

［住まいと住まい方］

２．安心して暮らせる 

「住まいと住まい方」

の実現 

［多様な主体の活躍］

３．多様な主体の活躍による、 

よりよい支援（※）の実現 

［一体的なケアの提供］

４．多職種が連携した 

一体的なケアの提供 

による、自立した生活と 

尊厳の保持の実現 

［地域マネジメント］

５．地域全体における目標の共有と 

地域包括ケアをマネジメント 

するための仕組みの構築 

基本的な 

５つの視点

川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築による

誰もが住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現

基本理念 

出典：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメ
ント」（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成27年度

厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016 年をもとに作成 
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（４）地域包括ケアシステム構築に向けたロードマップ

ロードマップとしては、「推進ビジョン」を策定して以降の平成27（2015）年度から

29（2017）年度までを第1段階の「土台づくり」の期間として、平成30（2018）年

度から令和 7（2025）年度までを第2 段階の「システム構築期」、令和 8（2026）年

度以降を第3段階の「システム進化期」として、地域包括ケアシステムの構築をめざして

います。 

団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年以降には、高齢者ひとり暮らし世帯、夫

婦のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、医療・介護サービスの需要が

さらに増加・多様化することが想定されています。 

こうした中、令和7（2025）年度までのシステム構築に向けた取組を着実に進めると

ともに、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた「新しい生活様式」や、デジタル

化・スマート化など新たな技術を取り入れた社会（Society 5.0）を意識しながら、安心

できる社会保障の構築と包摂的な社会の実現に向けて、いわゆる団塊ジュニア世代が 65

歳以上となる令和22（2040）年度を見据えた中長期的な視点で取組を推進します。 

 推進ビジョンの考え方の共有を進め、行政及び事業者、関

係団体・機関などの専門組織は、システム構築に向け、必要

な資源・体制・手法等を検討し、具体的な事業展開が図られ

るような土台づくりを行う。 

 将来のあるべき姿についての合意形成を図

り、行政をはじめ、事業者や町内会・自治会な

どの地縁組織、地域・ボランティア団体、住民

などの多様な主体が、それぞれの役割に応じた

具体的な行動を行い、システム構築につなげる。

第２段階 
（システム構築期） 

第３段階 
（システム進化期） 

人口動態や社会状況に応じたシ

ステムとして、行政も、新しい公

共私相互間の協力関係を構築する

デザイン機能を発揮し、システム

の進化を図る。 

地域包括ケアシステムの更なる進化 

令和 7 

（2025）年 

度まで 

平成 29 

（2017）年 

度まで 

第１段階 
（土台づくり） 
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３ 地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進体制 

（１）地域みまもり支援センターによる取組

「推進ビジョン」の策定に伴い、平成28（2016）年4月には、「推進ビジョン」の具

体的な推進に向けて、住民に身近な区役所で「個別支援の充実」と「地域力の向上」を図

るとともに、専門職種のアウトリーチ機能を充実して連携を強化し、地域包括支援センター

や障害者相談支援センター、児童家庭支援センターなどの専門相談支援機関をはじめとし

て、連携を推進するため、各区保健福祉センター内に「地域みまもり支援センター」を設

置しました。 

なお、地域みまもり支援センターについては、センター内での個々人へのケアを中心と

した専門支援機能との連携の強化を図るため、平成31（2019）年4月に、保健福祉セ

ンター全体を「地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）」と改称しました。 

（２）取組の推進イメージ

本市においては、住民に身近な区役所と市役所（本庁）が全市的な調整を図り調和のと

れた施策を展開していることから、それぞれの適切な役割分担によって、一体的に取組を

推進します。 

その際に、基本的な視点として、①地域福祉に関する市民啓発を図るための「意識づく

り」、②地域における人材養成や居場所づくりをはじめとした取組を推進する「地域づくり」、

③「意識づくり」や「地域づくり」を専門多職種と共に、地域においてシステム化してい

くための「仕組みづくり」を３つの視点として、「自助」「互助」「共助」「公助」の組み合

わせによるシステム構築をめざします。 

【今後の地域包括ケアシステム推進ビジョンの推進イメージ】 
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（３）推進ビジョンと関連個別計画の関係性

地域包括ケアシステム構築に向けて、総合計画のもと、「推進ビジョン」を上位概念とし

て、「かわさきいきいき長寿プラン」「かわさきノーマライゼーションプラン」「川崎市こど

も・若者の未来応援プラン」等の関連計画と連携を図りながら取組を推進してきました。 

今般（令和2（2020）年度）の「第６期川崎市・各区地域福祉計画」の策定にあたっ

ては、福祉に関する上位計画としての位置付け（社会福祉法第107条第1項第1号）に

鑑み、「推進ビジョン」と地域福祉計画の関連性を強め、地域課題の解決を図るために、住

民の視点から地域福祉を推進していくための行政計画の１つとして関連計画と連携を図り

ながら、地域包括ケアシステム構築につなげていきます。 

なお、川崎市成年後見制度利用促進計画については、本計画に位置付けています。 

【推進ビジョンと関連個別計画の関連性】 

なお、地域包括ケアシステムの構築に向けて、令和元（2019）年度に、本市において開

催した外部有識者による「超高齢社会の到来に向けた地域包括ケアシステムのあり方検討会

議」での検討を踏まえ、市民一人ひとりを支える上での「個別支援の充実」と「地域力の向

上」を不可分一体で進めていくこととし、個人へのアプローチにあたっては、一人ひとりが

生活の中で築いている本人に由来する地域資源（本人資源）に着目した対応を図ることが重

要であるとともに、家族機能をどのように捉えていくかに留意していく必要があります。 

こうした視点を着実に施策推進の中で活かしていくために、①小地域ごとの特性に配慮し

た施策展開、②分野横断的な施策連携の実現、③民間企業なども含めた多様な主体の連携の

手法開発などを取組の視座として、地域包括ケアシステムの構築を推進します。
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４ 第５期計画での取組と第６期計画への課題 

 第５期計画での取組（平成 30（2018）～令和2（2020）年度）

第５期計画における基本目標ごとの主な取組の成果と、次期計画への課題について、整

理を行い、第６期計画策定につなげます。 

【基本理念】「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり」 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステム構築をめざして～ 

【基本目標】 

（１）住民が主役の地域づくり 

（２）住民本位の福祉サービスの提供 

（３）支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

（４）連携のとれた施策・活動の推進 

【基本目標１】 

社会参加等を通じて、つながりや健康を維持できるよう地域ぐるみで 

働きかけをすること 

市民活動の参加の裾野を広げ、新たな担い手を増やしていくこと 

地域における活動と、活動の場づくりに向けた検討を進めること 

【基本目標２】 

高齢・障害・児童に関する相談対応について連携を進めること 

保健・福祉人材の確保に向けた取組を進めること 

成年後見制度に関する基本計画を策定し、周知を図ること 

【基本目標３】 

災害時の支援に向けて、連携の取れた仕組みづくりの検討を進めること 

要援護者の日常の見守りの取組を進めること 

従来の取組では把握が困難な対象者へ、地域で気づき・見守り・支援へと 

つなげられる連動した仕組みづくりを進めること 

【基本目標４】 

保健・医療・福祉の円滑な連携が図れるよう、専門多職種の連携を 

進めること 

地域の主体的な取り組みをつなぐ横断的な仕組みづくりを進めること 

第６期計画への課題 
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５ 令和７（2025）年を見据えためざすべき姿 

（１）地域福祉とは

社会福祉の問題は、特別な問題ではありません。私たちが日常生活を送る上で誰もが抱

える問題です。私たちは、生まれてから死を迎えるまでの生涯を通じて多かれ少なかれ、

必要に応じて、他者からの支援を得て問題を解決しながら生きています。 

その支援は、法律などによって制度化された公的なサービス、あるいは家族、友人、近

隣住民などによる支援など様々ですが、私たちは問題を自分以外の人から援助や支援を得

て、解決しながら生活を継続しています。 

地域福祉の概念は、社会福祉法第４条に「地域福祉の推進」として位置付けられていま

す。地域福祉とは、「住み慣れた地域社会の中で、家族、近隣の人々、知人、友人、近隣住

民などとの社会関係を保ち、自らの能力を最大限発揮し、誰もが自分らしく、誇りを持っ

て、家族及び地域の一員として、日常生活を送ることができるような状態をつくっていく

こと」と考えられます。 

そのためには、まずは社会の中のサービスを利用することも含めて自分でできることは

自分でする「自助」、近隣の助け合いや、ボランティアなどの顔の見えるお互いの支え合い

の取組としての「互助」、お互いの支え合いを基本として制度化されたもので、介護保険や

医療保険に代表されるリスクを共有する人々で負担する取組としての「共助」、困窮など自

助・互助・共助では対応が難しいことで公的な生活保障を税により取り組む「公助」の組

み合わせによる取組が求められています。 

（２）地域福祉の対象者と担い手

地域福祉の対象者は、年齢、性別、障害の有無などに関わりなく、地域で暮らす、すべ

ての人々です。 

地域福祉の担い手も、地域住民、町内会・自治会、学校、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人

等関係団体、ボランティア、民生委員児童委員、社会福祉施設等の職員、福祉関係事業者、

保健医療事業者、行政など、あらゆる人々が地域福祉の担い手です。 

市民と行政との関係について、本市では「川崎市自治基本条例」を制定し、市民と議会

と市長等が行うそれぞれの自治運営の役割と責務等を定めています。 
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（３）令和７（2025）年に向けて想定される課題とめざす姿

本市における高齢化は今後急速に進み、現在、高齢者数は約31万人（令和元年10月

１日現在）ですが、令和７（2025）年には34万人まで増加することが見込まれます。

特に、75 歳以上の後期高齢者については、16万8 千人から、令和７（2025）年には

20万５千人まで増加することが見込まれます。 

さらに、人口動態と関連して、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加や、認知症

高齢者の急増など、地域社会が変容していくものと考えられます。 

こうした中で、本市においては「推進ビジョン」を策定し、令和７（2025）年を目標

に、地域包括ケアシステム構築に向けて、各関連の行政計画において具体的な取組を進め

ていくことをめざしています。そのため、令和７（2025）年に向けて、関連行政計画間

の中長期的・横断的な課題とめざすべき姿について、計画横断的なテーマとして「地域の

基盤」「安心・安全」「健康・予防」「権利擁護」「次世代育成」「社会参加」「地域資源の活

用」のテーマごとに、課題とめざすべき姿を整理しました。 

こうした考え方をもとに、各関連行政計画間で横断的に計画期間内に取り組んでいき、

大枠として、令和７（2025）年の目標に向けて取組を推進していくこととします。 

【令和７（2025）年に向けて想定される課題とめざす姿】 

現状の課題と令和７（2025）年に向けて

想定される課題 
令和７（2025）年に向けてめざす姿 

地
域
の
基
盤

○新型コロナウイルス感染症拡大防止に向

けた「新しい生活様式」を踏まえた地域

における新たな取組の推進が求められて

いる。 

○人口構成や住宅環境、地域でのつながりな

どについて、市内においても地域差が出て

きており、担い手の確保など、地域におけ

るこれまでの取組を継続していくことが難

しい状況が差し迫ってきている。 

○単身世帯・夫婦のみ世帯・ひとり親世帯・

孤立している子育て世帯・介護世帯等の増

加により、家族機能を補完する地域の機能

がますます必要となってきている。 

○新型コロナウイルス感染症拡大防止に向

けた「新しい生活様式」による地域社会

の変容を踏まえて、多くの地域で、地域の

状況に応じた住民主体の課題解決に向けた

取組が行われている。 

○高齢者は支えられる側という市民の意識が

薄まり、様々な形態で高齢者世代の多くの

方が地域の活性化に関わっているととも

に、多世代の地域活動も多くみられている。

○行政や社会福祉協議会などの公的サービス

を提供する機関は、各地域の課題解決に向

けた支援を行うことで、基本的な役割を

担っている。 

安
心
・
安
全

○支援に結びつかない人を地域の中で気にか

け、必要に応じて、専門多職種による支援

につなげ、誰もが安心して暮らし続けられ

る地域づくりが課題となっている。 

○近年、大規模災害が多発している状況を踏

まえ、大規模災害に備えた自助、互助、共

助、公助による取組の推進が求められてい

る。 

○困ったときに声をあげられる地域づくりが

進むとともに、いざというときに、周囲に

相談できる環境づくりにつながっている。

○日頃からの見守り・支え合いの取組の充実

を図り、災害時要援護者支援や防災を目的

とした取組を進め、地域の安心・安全が広

がっている。 
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現状の課題と令和７（2025）年に向けて

想定される課題 
令和７（2025）年に向けてめざす姿 

健
康
・
予
防

○団塊の世代が後期高齢者に達し、要介護高

齢者をはじめ、疾患を抱えている方が急増

している。 

○健康づくり・介護予防の取組が進み、健康

寿命が延伸している。 

権
利
擁
護

○少子高齢化、世帯人員の減少などによって、

地域で暮らす高齢者や障害者などへの権利

擁護のニーズが増大している。身近で適時

適切な支援が求められている。 

○川崎市成年後見制度利用促進計画に基づ

き、権利擁護事業や成年後見制度への理解

が進み、利用が促進されて、高齢者や障害

者などが自己決定・自己実現をできる環境

が広がっている。 

次
世
代
育
成

○子どもや若者が、地域の中で社会的孤立に

陥らず、地域で暮らしていける環境づくり

が必要となっている。 

○次世代を対象とした地域でのつながりを育

んでいくための取組が地域の多様な機関に

より取り組まれ、子どもや若者の地域への

愛着が育まれている。 

社
会
参
加

○障害者や病気がある人も、住み慣れた地域

や望む場で自立した生活を送れるように、

障害や病気への理解、個々人に応じた社会

参加がより必要となっている。 

○障害や病気への市民の理解が進み、ともに

支え合い、助け合う、地域社会づくりの意

識が高まり、すべての市民の個々人に応じ

た社会参加が促されている。 

地
域
資
源
の
活
用

○限られた資源を効率・効果的に活用してい

くための地域福祉におけるコーディネート

機能の必要性が高まっている。 

○既存の資源に関する情報を共有し、市民、

事業者、行政など多様な主体が協働・連携

し、地域の課題に対するきめ細やかな対応

が図られている。 
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６ 第６期計画期間における施策の方向性 

（１）計画の基本理念・目標

第６期計画では、第５期計画中の新たな課題や引き続き検討すべき課題、地域福祉実態

調査のニーズ、さらに、国における「地域共生社会の実現」の考え方などを踏まえ、基本

理念は第５期計画を踏襲し「市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさと

づくり～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～」とします。 

さらに、基本目標は①「住民が主役の地域づくり」、②「住民本位の福祉サービスの提供」、

③「支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり」、④「連携のとれた施策・活動の

推進」の４つを継続し、地域福祉の向上を推進します。 

施策の展開にあたっては、本市は都市部特有の地域のつながり等について、希薄な一面

もある一方で、①日常生活を送る上での地域資源が比較的集約されている地理的特徴、②

ボランティア活動などの市民活動が盛んに行われてきたこと、③高い産業集積を持ち、魅

力ある民間資源も多くあること、これらの強みを活かして、「推進ビジョン」に掲げる「誰

もが住み慣れた地域や自ら望む場で安心して暮らし続けることができる地域の実現」につ

なげられるように取組を推進します。 

また、第6期計画においては、①地域包括ケアシステム構築に向けた基幹的な計画とし

ての位置付けを高め、②小地域において、住民同士の「地域づくり」が進んでいくように、

各区計画に、「地域ケア圏域」ごとの地域の概況を掲載するとともに、地区カルテを活用し

た地域マネジメントを推進します。さらに、③「個別支援の充実」と「地域力の向上」を

不可分一体で進め、包括的な支援体制づくりにつなげます。 

①住民が主役の地域づくり 

②住民本位の福祉サービスの提供 

③支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

④連携のとれた施策・活動の推進 

基本理念 

基本目標 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～
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① 住民が主役の地域づくり 

地域で暮らす人々が相互に理解し、主体的に地域福祉活動等へ参加していくこ

とで、人と人のつながりを持ち、助け合い、支え合うことができるような仕組み

づくりが重要となっています。そのため、健康・生きがいづくりや、地域福祉の

担い手づくり、活動・交流の場づくりを進め、すべての人が「生きがい」を持ち、

心豊かな暮らしができるような活力ある地域づくりをめざします。 

② 住民本位の福祉サービスの提供 

何らかのケアが必要となった際に、保健・福祉サービスやその他の在宅生活を

支えるサービスを効果的に組み合わせて利用することが必要と考えられます。そ

のため、高齢・障害・児童・母子等に対する保健福祉サービスを着実に提供する

ことをめざします。さらに、地域包括ケアに関する情報提供や、相談支援のネッ

トワークの包括化、サービスの質の向上、保健・福祉人材の確保及び育成、権利

擁護に関する取組などを着実に推進します。 

③ 支援を必要とする人が的確につながる仕組みづくり 

今日、災害時の福祉支援、一人暮らし高齢者等の見守りネットワークの構築、

虐待への適切な対応、生活困窮者等の自立支援に向けた取組、引きこもりや自殺

対策など、これまでの広く地域福祉を推進していく取組とともに、特化したテー

マへの対応の重要性が増しており、こうした今日的な課題に対応した取組をこれ

までの地域力を活かしながら推進します。 

④ 連携のとれた施策・活動の推進 

地域福祉の推進に向けては、まずは専門多職種による連携が必要です。そのた

め、保健・福祉・医療をはじめとした、様々な分野・職種間における連携を図り、

「顔の見える関係づくり」を進めます。さらに、福祉・介護等サービスの基盤を

整備しつつ、地域住民も加えたネットワークづくりを進めることを促し、こうし

た取組を通じて、様々な場面での連携を進めます。また、社会福祉協議会との協

働・連携を推進するとともに、他分野と連携のとれた施策展開を図ります。 
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（２）計画推進における圏域の考え方

人口 150 万人を超える本市においては、これまでの歴史や文化に根差した多様性があ

り、地域によって生活上の課題も異なることから、地域包括ケアシステムの構築に向けて

は、小地域ごとの特性に配慮した施策展開が重要です。 

また、生活に身近な課題や問題を発見し、住民を中心とした地域福祉活動を展開するに

は、区、さらに地域の実情に応じたより小さな圏域を単位とすることが望ましいことから、

「第５期川崎市地域福祉計画」においては、「区域」を第１層とし、相談や居場所など、地

域の課題に公的に対応し地域づくりを進めてきた概ね中学校区を基本とする圏域を第２層

として、「地域ケア圏域」としてきました。 

今般、これまで行政が取組を推進してきた状況を踏まえ、「地域ケア圏域」を44圏域に

分け、地区カルテ等を活用して、より多くの方々と共に地域の状況を共有していきます。

なお、この圏域は、介護保険制度上の日常生活圏域としても位置付けます。 

今後は、さらに地域の実情に応じて、より小規模な地域の状況把握や課題解決が重要と

なっていくことから、小地域を第３層としながら、「地域ケア圏域」については、より市民

に身近な地域での様々な活動の展開を目指して、圏域の設定のあり方を検討していきます。 

【地域福祉向上に向けた取組を推進する上での圏域】 （令和２年５月１日現在）

圏域 圏域の考え方 

第
３
層

小地域 

町内会・自治会（650） 

小学校区（114校区） など

（例示） 

・町内会・自治会の班（組）程度の日常的な支え合いを

基本としながら、民生委員児童委員などが、地域の状

況を把握し、見守りや日常の生活支援などを行う。 

・地域住民の生活課題の解決に向けて、見守りなど具体

的に日常的な活動を行っていくことが求められる。 

・ＰＴＡを中心に、子どもの健やかな成長ができる教育

環境づくりを各学校と共に推進していく。など 

第
２
層

地域ケア圏域（44圏域） 

人口平均 約 35,000 人 

中学校区（52校区） 

・身近な地域において、相談や居場所など、地域の課題

に公的に対応し、地域づくりを進める。 

・地区社協や地区民児協を組織し、活動を推進している。

第
１
層

区域（７区） 

人口 17万人～26万人程度

・効果的なサービス提供を実現するために区社協、地域

みまもり支援センターなどの公的機関があり、区役所

が中心となって、地域課題を把握し、住民と共有しな

がら、各地域を支援する地域福祉を推進する。 

第
０
層

市域 

人口 約 154万人
・市全体の調和を保ちながら地域福祉の向上を図るため

の取組を推進する。 
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７ 第６期計画の実施状況の点検・見直し 

本市においては、学識経験者や、地縁組織・福祉関係団体の代表者等を委員とする「川崎

市社会福祉審議会地域福祉専門分科会」において、地域福祉に関する状況の把握や、市計画

の策定・実施状況の評価・見直しを行ってきました。 

あわせて、各区計画については、市計画を基本としながら、地域の実情に応じて、区独自

の取組を中心に策定しており、主な取組を中心に各区地域福祉計画推進会議（会議名は、別

名称となっている区もあります。）において、計画の策定・実施状況の点検・見直しを行って

きました。 

第６期計画期間においても、各区地域福祉計画推進会議における区計画の点検も踏まえて、

川崎市社会福祉審議会地域福祉専門分科会において計画の進捗状況を報告し、ＰＤＣＡサイ

クルにより、地域福祉に関する状況把握、地域福祉施策の進行管理、課題の検討・評価等を

行い、施策の一層の充実に努めます。 

また、具体的な事務事業については、総合計画における事務事業点検を活用しながら、評

価を行っていき、計画の進行管理を継続して行っていくことにより、次期計画（令和６（2024）

～令和８（2026）年度）につなげます。 

【ＰＤＣＡサイクル】 

実行（Ｄｏ） 

・施策推進の目標進捗状況の把握 

・施策の方向と内容についての 

 指標に基づく成果の確認 

改善（Ａｃｔｉｏｎ）

・施策推進の目標 

・施策の方向と内容 

計画（Ｐｌａｎ）

評価（Ｃｈｅｃｋ） 

・施策推進の目標の見直し 

・施策の方向と内容についての 

 見直し 

・目標に向けた事務事業の執行 
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【新型コロナウイルス感染症を踏まえた
今後の地域活動について】 

新型コロナウイルス感染症によって、市民の間には様々な不安が広がり、こ

れまでのような地域活動が展開しにくい状況が存在します。 

本計画に位置付けられている様々な取組においては、相談や交流の場づくり

など、「顔の見える関係づくり」が重要といえます。一方で、「新しい生活様式」

の下では、地域活動においても、３密（密閉、密集、密接）を避ける、ソーシャ

ルディスタンスの確保など、対面や人が集まるような活動を控えることも考え

なければなりません。 

この相反する課題のもと、どのように地域福祉を推進していけばよいでしょ

うか？ 

これには、直ちに正解が得られるものではありませんが、次のような工夫し

た事例なども報告されています。 

＊ 高齢者の通いの場を提供していたボランティア団体が緊急事態宣言

により通いの場を休止せざるをえなくなった。その代わりに、スタッ

フが手分けをして参加者に定期的に電話し、おしゃべりをしながら

近況を伺ったことで、見守りの機能としての「つながり」を保つこ

とができた。 

＊ テレワークや在宅勤務の普及によって、これまで地域活動にあまり

関心のなかった世代が地元で過ごす時間が長くなったことから、地

元の店舗を利用したり、地域の魅力を再発見することで、地域活動

に取り組む気持ちが芽生えた。

これらの事例は、感染拡大防止への対応に模索し始めた令和２（2020）年

度中のものですが、今後も新しい視点・発想による、「新しい生活様式」の下で

の「新しい地域活動」を市民の方々と一緒に作りあげていきたいと考えていま

す。 

※ 新型コロナウイルス感染症等の感染症については、厚生労働省の

ホームページで最新の情報を把握するよう心掛けてください。
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第６期川崎市地域福祉計画の施策体系図

第６期川崎市地域福祉計画の施策体系図 

基 本 理 念 

（１）誰もが参加できる健康・いきがいづくり 

①健康づくり事業 

②介護予防事業 

③生涯現役対策事業 

④生活習慣病対策事業 

⑤食育推進事業 

（２）地域福祉活動への参加の促進 

①民生委員児童委員活動育成等事業 

②老人クラブ育成事業 

③高齢者就労支援事業 

④青少年活動推進事業 

⑤地域における教育活動の推進事業 

（３）ボランティア・ＮＰＯ活動等の支援 

①市民活動支援事業 

②ボランティア活動振興センターの運営支援 

③ＮＰＯ法人活動促進事業 

④地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 

⑤地域振興事業 

⑥地域福祉コーディネート技術研修 

（４）活動・交流の場づくり 

①地域福祉施設の運営（総合福祉センター、 

福祉パル） 

②いこいの家・いきいきセンターの運営 

③こども文化センター運営事業 

④地域の寺子屋事業 

（１）地域包括ケアに関する情報提供の充実 

①地域子育て支援事業 

②老人福祉普及事業 

③福祉サービス第三者評価事業 

④地域福祉情報バンク事業 

⑤コミュニケーション支援事業 

（２）包括的な相談支援ネットワークの充実 

①地域包括支援センターの運営 

②障害者相談支援事業 

③児童生徒支援・相談事業 

④母子保健指導・相談事業 

⑤児童相談所運営事業 

（３）保健・福祉人材等の育成 

①福祉人材確保対策事業 

②看護師確保対策事業 

③保育士確保対策事業 

（４）権利擁護の取組 

①権利擁護事業 

 ・あんしんセンター運営の運営支援 

 ・成年後見制度推進事業 

②人権オンブズパーソン運営事業 

③女性保護事業 

④子どもの権利施策推進事業 

（１）災害時の福祉支援体制の構築 

①災害救助その他援護事業 

②地域防災推進事業 

（２）見守りネットワークの推進 

①地域見守りネットワーク事業 

②ひとり暮らし支援サービス事業 

（３）虐待への適切な対応の推進 

①高齢者虐待防止対策事業 

②障害者虐待防止対策事業 

③児童虐待防止対策事業 

（４）様々な困難を抱えた人への自立支援の取組

①生活保護自立支援対策事業 

②生活困窮者自立支援事業 

③ひとり親家庭の生活支援事業 

④母子父子寡婦福祉資金貸付事業 

⑤子ども・若者支援推進事業 

⑥里親制度推進事業 

⑦児童養護施設等運営事業 

⑧更生保護事業 

⑨「キャリアサポートかわさき」における総合的

な就業支援 

（５）ひきこもり対策等の推進 

①社会的ひきこもり対策事業 

②自殺対策・メンタルヘルス普及啓発事業 

施策の展開に向けた４つの基本目標 

１ ２ ３ 

（１）保健・医療・福祉の連携 

①がん検診等事業 

②妊婦・乳幼児健康診査事業 

③在宅医療連携推進事業 

（２）福祉・介護等サービスの基盤整備等 

①介護サービスの基盤整備事業 

②障害福祉サービスの基盤整備事業 

③公立保育所運営事業 

④認可保育所整備事業 

⑤市営住宅等ストック活用事業 

（３）市民・事業者・行政の協働・連携 

①地域包括ケアシステム推進事業 

②認知症高齢者対策事業 

③社会福祉審議会の運営 

④地域福祉計画推進事業 

⑤多様な主体による協働・連携推進事業 

⑥かわさき健幸福寿プロジェクト 

⑦健康リビング事業 

⑧居住支援協議会の運営 

（４）社会福祉協議会との協働・連携 

①社会福祉協議会との協働・連携 

（５）総合的な施策展開に向けた連携体制 

①川崎市地域包括ケアシステム庁内推進本部 

会議 

４ 住民が主役の地域づくり 住民本位の福祉サービスの提供 
支援を必要とする人が的確に 

つながる仕組みづくり 
連携のとれた施策・活動の推進 

市民一人ひとりが共に支え合い安心して暮らせる ふるさとづくり 

～川崎らしい都市型の地域包括ケアシステムの構築をめざして～ 
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川崎区地域福祉計画 

策定にあたって

第１章 川崎区地域福祉計画策定にあたって 

第１章
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１ 川崎区地域福祉計画とは 

（１）川崎区地域福祉計画の位置付けと策定の趣旨

川崎区では、近年大規模マンションの建設が進み、若い世代の転入者が多くなっていま

す。また、外国人市民人口やひとり暮らし高齢者は市内で最も多くなっており、障害のあ

る人の数も増えています。心身の健康問題や孤立化、育児や災害に対する不安、貧困問題

など課題も多様化、複合化しています。 

これらの課題は、区民一人ひとりの力だけで解決できるものではありません。課題を解

決するためには、区民の皆さん、地域活動団体、関係機関、行政等がそれぞれの役割の中

で、お互いに力を合わせる関係を作り、隣近所をはじめとする身近な地域での助け合いや、

地域活動団体やボランティアの活動、公的サービスなどを組み合わせていくことが必要で

す。 

「川崎区地域福祉計画」は、市全体の課題解決に取り組む「川崎市地域福祉計画」のも

と、川崎区の地域性に応じて具体的な施策を取りまとめています。より地域に密着した支

え合いの仕組みを作り、暮らしやすいまちづくりを目指すために「川崎区地域福祉計画」

を策定します。  

みんなの声 

最近は風水害が多くて、 
避難できるか心配… 

転勤してきたけれど、近所に 
顔見知りの人もいないし、 

どんなまちなんだろう… 

仕事を辞めてから 

生きがいが 
感じられない… 

日本語がよくわからない… 
同じ国の人が集まる場所は 

ないかな… 

最近物忘れがひどい… 
大丈夫かしら、誰に相談

したらいいかしら… 

障害のある子どもを 

育てているけれど、 
見た目でわからない

ので、理解してもら
えない… 

あまり出歩かなくなって 

足腰が弱ってしまった… 

子育てをしている仲間を

作って、いろいろな情報を
知りたい… 
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（２）地域包括ケアシステムの構築

川崎市では、すべての地域住民を対象として「川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョ

ン」を策定し、その推進のために、平成 28（2016）年４月、各区保健福祉センターの

中に「地域みまもり支援センター」を設置しました。また、平成31（2019）年4月に

は、センター内での個々人へのケアを中心とした専門支援機能との連携の強化を図るため、

保健福祉センター全体を「地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）」とし、

「個別支援の強化」と「地域力の向上」を目指しています。 

川崎区では、地域包括ケアシステムの構築に向けて多職種による地域づくりと個別支援

を進めています。また、地域の多様な主体とのネットワークにより、地域の課題等につい

て情報共有を図るとともに、顔の見える関係づくりに取り組んでいます。 

医療サービスを 

提供します。 

介護保険サービスを 

提供します。 

近所の人を誘っ

て子育てサロン 

に行きます！ 

福祉サービスなどの 

情報を発信します。 

区民が気軽に相談 

できるようにします。 

区役所

登下校の見守りに

参加します！ 

英会話教室に 

通い始めました！ 

避難訓練に 

参加します！ 

運動をして、 

健康を維持します！ 

買い物の 

お手伝いを 

しますよ！ 

困ったことがあったら

声をかけてね！ 

みんなの支え合い・助け合い

自 助 互 助

公 助共 助 

地域の課題解決に向けて 

一人ひとりが自分でできること

区民一人ひとりが主役です！！ 

必要な支援やサービスを提供します 

ボランティアを養成 

したり、活動を支援 

したりします。 

定期的に 

歯科健診に 

通います！ 
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（３）川崎市川崎区社会福祉協議会との連携

川崎市川崎区社会福祉協議会（以下「区社協」という）では「川崎区地域福祉活動計画」

を策定しています。 

「川崎区地域福祉活動計画」は、地域住民や地域において社会福祉に関する活動を行う

人々、福祉サービス事業を行う団体が協力して、地域福祉を推進していくための民間の活

動・行動計画です。 

第６期計画の策定では、第５期計画に引き続き「川崎区地域福祉活動計画」と計画期間

を合わせ、地域福祉事業の展開においてその機能と役割を互いにより一層果たすことがで

きるよう、共通の理念と目標を掲げるなど、策定段階から一体的に進めてきました。 

（４）計画策定の流れ

「川崎区地域福祉計画」を策定するにあたり、まず、第５期計画の振り返りを行うとと

もに、区民や地域福祉活動に携わっている機関・団体へのアンケート調査などで、地域の

現状と課題の把握を行いました。 

そこで出た課題や現状を踏まえて、区内の各種団体を代表する委員などから構成される

「川崎区地域福祉計画推進会議」で、様々な視点から川崎区の地域福祉の推進に向けた理

念や基本目標、取組のあり方などについて意見聴取を行いました。 

それらをもとに、行政職員による「川崎区地域づくり等検討会」において具体的な取組、

役割分担などを検討し、推進会議とともに計画の素案を作成しました。 

また、区社協との連携会議において、「川崎区地域福祉計画」と「川崎区地域福祉活動計

画」が相互に補強・補完し合えるよう検討を重ねました。 

さらに計画素案をパブリックコメント★や区民説明会で公表し、区民の意見を踏まえて

検討した上で、この計画を策定しました。 

★ パブリックコメント：市民生活に重要な政策等を定める際に、これらの案や関連資料をあらかじめ公表して、広

く市民から意見や情報を募集することを「パブリックコメント手続」（意見公募手続）と言います。意見公

募の手続そのものを指す言葉としても用いられます。 

共有・連携 

パブリックコメント 

第６期川崎区地域福祉計画の策定 

区民説明会 

アンケート調査 ヒアリング等 

川崎区地域づくり等検討会 

現状・課題の抽出 

川崎区地域福祉計画推進会議

計画策定の流れ 

川崎区 

社会福祉

協議会 

連携会議

第５期計画の振り返り

素案の作成 
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２ 川崎区の地域の特色 

（１）川崎区の概況

川崎区は、東海道五十三次の宿場町である旧川崎町、川崎大師平間寺の門前町である旧

大師町、企業で働く人々の住宅地として発展してきた旧田島町の３地区と臨海部の埋立地

で 構成されています。明治時代から第二次世界大戦にかけて、東京からの工場移転等によ

り市街地化が進み、戦後、臨海部では重化学工業地帯が形成されました。これに伴い、公

害問題など様々な都市問題が生じましたが、環境改善に向けた取組を進め、現在では、公

害を克服する過程で得られた経験を活かして高度な環境関連技術が生み出され、世界的な

ハイテク企業や研究開発機関が集積した先端産業都市の中核として成長を続けています。 

臨海部の殿町地区では、国際戦略拠点「キングスカイフロント」として、ライフサイエ

ンス・環境分野などの先端技術の研究開発拠点の整備が進められている一方で、東扇島地

区では、市内唯一の人工海浜を有する東扇島東公園や、展望室からの夜景が日本夜景遺産

に認定されていた川崎マリエンなどが市民の憩いの場になっています。さらに、臨海部の

工場や事業所をはじめとした生産現場を訪れる産業観光が、新たな川崎の魅力として脚光

を浴びています。 

市の玄関口である川崎駅東口周辺地区は、駅東西の回遊性の向上を図るための JR川崎

駅北口通路が開通し、官公庁や商業・サービス業などが集積する中心市街地として一層充

実した都市機能を有するなど、歴史 文化 産業などの魅力ある地域資源が豊富なまちです。 

また、区の特色の一つとして 外国人住民人口が市内で最も多く、多文化共生のまちとし

ての特性も見ることができます。 

◆ 川崎地区（区役所管内） 

古くは東海道五十三次の宿場町として栄えたことから、歴史的地域資源が多く残る地区

です。商業施設が多く、市の行政、経済の中心となっています。 

◆ 大師地区（大師支所管内） 

川崎大師平間寺の門前町として発展した歴史を持ち、下町情緒あふれる地域の残る地区

です。工場移転の跡地にマンションが建設され、子育て世代を中心に転入が増えています。 

◆ 田島地区（田島支所管内） 

京浜工業地帯の中心となり、そこに働く人々の住宅地として形成された地区です。川崎

地区に次いで外国人住民人口の割合が高く、コリアタウンと呼ばれるエリアもあります。
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（２）地区の概況

川崎区には、町内会・自治会、小学校区（20地区）、中学校区（10地区）、地区民生委

員児童委員協議会の区域（10地区）、地区社会福祉協議会の区域（10地区）、地域包括支

援センターの区域（９地区）等、様々な区域が存在します。 

ここでは、令和２年度に市が設定した「地域ケア圏域★」ごとに紹介していきます。 

地区カルテとは… 

人口などの統計データや地域資源、地域活動などを10地区に分けて整理し、まとめたも

のです。お住いの地域について情報を共有し、課題解決に向けた取組を進めていくためのツー

ルとして活用していきます。 

各地区の情報についてはホームページ上の「川崎区地区カルテ」をご覧ください。

★ 地域ケア圏域：川崎市では、地域包括ケアシステム構築に向けて、地区カルテ等を活用した地域マネジメントを

一層推進していくため、これまでの行政の取組を推進してきた状況を踏まえ、「地域ケア圏域」を44圏域に

分け、介護保険制度上の日常圏域としても位置付けます。 

中央第一

渡田

大島

大師第三

大師第四

大師第一

大師第二

田島

大師支所管内

小田

田島支所管内

区役所管内 

中央第二

川崎区では、地域包括ケアシステム推進

の一環として、「地区カルテ」を活用し

た地域づくりに取り組んでいます。

※下のQRコードから 
「川崎区地区カルテのトップページ」にアクセス
できます。 
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① 中央第一地区

東海道五十三次の宿場町として栄えたことから、歴史的資源が多く残る地域で、川崎駅、

京急川崎駅を中心に官公庁や商業・サービス関連施設などが集積する中心市街地です。 

■対象エリア：旭町１丁目、旭町２丁目、砂子１丁目、砂子２丁目、駅前本町、榎町、

境町、新川通、鈴木町、東田町、富士見１丁目、堀之内町、本町１丁目、

本町２丁目、港町、宮前町、宮本町 

  ■エリアに属する町内会・自治会数：１７ 

人口 28,260人 世帯数 16,829世帯

年少人口（0～14歳） 3,273人 年少人口割合 11.58％

生産年齢人口（15～64歳） 20,819人 生産年齢人口割合 73.67％

高齢者人口（65歳以上） 4,168人 高齢者人口割合（高齢化率） 14.75％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

◎ 公的施設

■ 地域包括支援センター
● 高齢者施設

△ 障害者相談支援センター
▲ 地域子育て支援センター
◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

◎

◎

○文

○文

■▲

☆

△

しおん 
地域包括支援センター

福祉パル

旭町小学校

宮前小学校

川崎行政 
サービスコーナー 

地域子育て支援センター
あいいく 

地域相談支援センター
かわさきLife 

川崎区役所

地域生活支援センター
アダージオ 

☆

京急川崎駅 

川崎駅
☆稲毛神社 

川崎競馬場 

◇旭町こども文化センター

鈴木町駅 港町駅 
川崎大師駅 

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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② 中央第二地区

川崎駅が近く、交通の便が良い地域です。かわさき老人福祉・地域交流センターやかわ

さき健康づくりセンターが近くにあり、健康づくり活動の拠点となっています。 

■対象エリア：貝塚１丁目、貝塚２丁目、元木１丁目、元木２丁目、下並木、池田１丁目、

池田２丁目、京町１丁目、京町２丁目、日進町、小川町、南町、堤根 

■エリアに属する町内会・自治会数：１１ 

人口 32,948人 世帯数 20,389世帯

年少人口（0～14歳） 2,877人 年少人口割合 8.73％

生産年齢人口（15～64歳） 23,468人 生産年齢人口割合 71.23％

高齢者人口（65歳以上） 6,603人 高齢者人口割合（高齢化率） 20.04％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 

川崎駅

八丁畷駅

▲
地域子育て支援センター
あすなろ

○文 川崎小学校

■恒春園 
地域包括支援センター

●

かわさき老人福祉・
地域交流センター

○文
川崎中学校

○文
京町小学校

■

△
地域相談支援センター
いっしょ

京町 
地域包括支援センター

◇

日進町
こども文化センター

☆

かわさき
健康づくりセンター

◎ 公的施設

■ 地域包括支援センター
● 高齢者施設

△ 障害者相談支援センター
▲ 地域子育て支援センター

◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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③ 渡田地区

市電通りを挟んで、東西に広がる地域です。住宅地が主であり、川崎駅からバスや徒歩

圏内でアクセスしやすいエリアです。渡田いこいの家が地域の活動拠点となっています。 

■対象エリア：渡田１丁目、渡田２丁目、渡田３丁目、渡田４丁目、渡田向町、 

渡田新町１丁目、渡田新町２丁目、渡田新町３丁目、渡田山王町、 

渡田東町、小田１丁目 

■エリアに属する町内会・自治会数：９ 

人口 18,994人 世帯数 10,524世帯

年少人口（0～14歳） 1,860人 年少人口割合 9.79％

生産年齢人口（15～64歳） 12,033人 生産年齢人口割合 63.35％

高齢者人口（65歳以上） 5,101人 高齢者人口割合（高齢化率） 26.86％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在）

◎ 公的施設
■ 地域包括支援センター
● 高齢者施設

△ 障害者相談支援センター
▲ 地域子育て支援センター

◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

○文 新町小学校

川崎新町駅

○文 渡田中学校

○文
田島小学校

●
渡田いこいの家

○文
県立川崎高等学校

渡田こども文化センター

◇

☆
かわさき
健康づくりセンター

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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④ 大島地区

新川通りや富士見通り沿いにある地域です。令和元年度に開所した川崎区保育・子育て

総合支援センターや富士見公園などの住民が集う場や相談機関が多数存在するエリアです。 

■対象エリア：大島１丁目、大島２丁目、大島３丁目、大島４丁目、大島５丁目、大島上町、

中島１丁目、中島２丁目、中島３丁目、富士見２丁目 

■エリアに属する町内会・自治会数：８ 

人口 19,328人 世帯数 10,365世帯

年少人口（0～14歳） 2,081人 年少人口割合 10.77％

生産年齢人口（15～64歳） 12,358人 生産年齢人口割合 63.94％

高齢者人口（65歳以上） 4,889人 高齢者人口割合（高齢化率） 25.29％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 

◎ 公的施設
■ 地域包括支援センター

● 高齢者施設
△ 障害者相談支援センター

▲ 地域子育て支援センター
◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

◎

富士見中学校

教育文化会館

○文
☆富士見公園

△
地域相談支援センターふじみ
/南部身体障害者福祉会館

△
かわさき

基幹相談支援センター

●
大島いこいの家

○文

川崎高等学校 
/川崎高等学校附属中学校

△南部地域療育センター

○文向小学校
▲ ○文

東大島小学校

■

大島中島地域包括支援センター

☆

川崎区保育・子育て
総合支援センター
/地域子育て支援センター
おおしま

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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⑤ 大師第一地区

平坦な土地で交通の便が良い地域であり、教育文化会館大師分館（プラザ大師）があり

ます。大師駅前には大規模なマンションが建設され、子育て世帯が多く転入しています。 

■対象エリア：大師駅前１丁目、大師駅前２丁目、川中島１丁目、川中島２丁目、伊勢町、

藤崎１丁目、藤崎２丁目、藤崎３丁目、藤崎４丁目 

■エリアに属する町内会・自治会数：６ 

人口 22,524人 世帯数 12,007世帯

年少人口（0～14歳） 2,374人 年少人口割合 10.54％

生産年齢人口（15～64歳） 14,739人 生産年齢人口割合 65.44％

高齢者人口（65歳以上） 5,411人 高齢者人口割合（高齢化率） 24.02％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 

◎ 公的施設
■ 地域包括支援センター

● 高齢者施設
△ 障害者相談支援センター

▲ 地域子育て支援センター
◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

川崎大師駅

○文 川中島小学校

○文
藤崎小学校

○文
川中島中学校

▲

●
藤崎いこいの家

■藤崎
地域包括支援センター

◎

教育文化会館
大師分館

◇

藤崎こども
文化センター

■

地域子育て支援センター
ふじさき

大師中央
地域包括支援センター

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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⑥ 大師第二地区

住宅地が主となっているエリアであり、産業道路を挟んで両側に広がる地域です。学校

の他に福祉施設や大型商業施設などがあり、行事等でも連携しています。

■対象エリア：四谷上町、四谷下町、観音１丁目、観音２丁目、池上新町１丁目、 

池上新町２丁目、池上新町３丁目、台町

■エリアに属する町内会・自治会数：４ 

人口 19,461人 世帯数 10,026世帯

年少人口（0～14歳） 2,288人 年少人口割合 11.76％

生産年齢人口（15～64歳） 12,617人 生産年齢人口割合 64.83％

高齢者人口（65歳以上） 4,556人 高齢者人口割合（高齢化率） 23.41％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

☆大師公園

◎川崎区役所大師支所

○文

○文

○文
○文

南大師中学校

四谷小学校

桜本中学校

田島支援学校桜校（小学部・中学部）

◎ 公的施設

■ 地域包括支援センター
● 高齢者施設

△ 障害者相談支援センター
▲ 地域子育て支援センター

◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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⑦ 大師第三地区

臨海部に面しており、工場地帯の企業と地域のつながりがある地域です。大型マンショ

ンの建設により子育て世代が多く転入しています。子育て支援施設が多いエリアです。 

■対象エリア：殿町１丁目、殿町２丁目、殿町３丁目、出来野、大師河原１丁目、 

大師河原２丁目、江川１丁目、江川２丁目、田町１丁目、田町２丁目、 

田町３丁目、塩浜１丁目、塩浜２丁目、塩浜３丁目、塩浜４丁目、 

日ノ出１丁目、日ノ出２丁目、夜光１丁目、夜光２丁目、夜光３丁目、 

浮島町、小島町、千鳥町、東扇島、水江町 

■エリアに属する町内会・自治会数：１０ 

人口 18,953人 世帯数 10,257世帯

年少人口（0～14歳） 2,244人 年少人口割合 11.84％

生産年齢人口（15～64歳） 13,204人 生産年齢人口割合 69.67％

高齢者人口（65歳以上） 3,505人 高齢者人口割合（高齢化率） 18.49％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 

◎ 公的施設

■ 地域包括支援センター
● 高齢者施設
△ 障害者相談支援センター

▲ 地域子育て支援センター
◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

浮島 

東扇島 

千鳥町 

水江町 

■
大師の里
地域包括支援センター

▲
地域子育て支援センター
できの

○文大師中学校

○文
殿町小学校

▲ 地域子育て支援センター
ふぁみいゆ殿町

●殿町いこいの家

小島新田駅 

大師橋駅 

◇
殿町こども文化センター

1km

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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⑧ 大師第四地区

川崎大師平間寺の周辺を取り巻く古くからの門前町であり、川崎区役所大師支所がある

地域です。大師公園など、子どもを連れて行ける通いの場が充実しています。 

■対象エリア：大師本町、大師町、東門前１丁目、東門前２丁目、東門前３丁目、 

昭和１丁目、昭和２丁目、中瀬１丁目、中瀬２丁目、中瀬３丁目、 

大師公園 

■エリアに属する町内会・自治会数：８ 

人口 17,541人 世帯数 8,763世帯

年少人口（0～14歳） 2,525人 年少人口割合 14.39％

生産年齢人口（15～64歳） 11,400人 生産年齢人口割合 64.99％

高齢者人口（65歳以上） 3,616人 高齢者人口割合（高齢化率） 20.61％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 

◎ 公的施設
■ 地域包括支援センター
● 高齢者施設

△ 障害者相談支援センター
▲ 地域子育て支援センター

◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

☆大師公園

川崎区役所大師支所●

大師いこいの家

○文

○文大師小学校

東門前小学校
川崎大師駅

東門前駅

☆川崎大師

▲
地域子育て支援センター
できの

◇
大師こども文化センター ◎

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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⑨ 田島地区

臨海部の企業とともに発展した古い歴史のある地域です。川崎区役所田島支所や教育文

化会館田島分館（プラザ田島）といった公的機関や福祉関連施設・拠点が多く存在します。 

■対象エリア：鋼管通１丁目、鋼管通２丁目、鋼管通３丁目、鋼管通４丁目、鋼管通５丁目、

浜町１丁目、浜町２丁目、浜町３丁目、浜町４丁目、桜本１丁目、 

桜本２丁目、池上町、扇町、田島町、追分町、浅野町、南渡田町、扇島 

■エリアに属する町内会・自治会数：１３ 

人口 24,730人 世帯数 13,588世帯

年少人口（0～14歳） 2,492人 年少人口割合 10.08％

生産年齢人口（15～64歳） 15,777人 生産年齢人口割合 63.80％

高齢者人口（65歳以上） 6,461人 高齢者人口割合（高齢化率） 26.13％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

◎ 公的施設

■ 地域包括支援センター
● 高齢者施設

△ 障害者相談支援センター
▲ 地域子育て支援センター

◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

◎

川崎区役所田島支所

◎

プラザ田島
（教育文化会館田島分館）

▲

地域子育て支援センター
ふぁみいゆ田島 

●

田島いこいの家

○文渡田小学校 

○文
田島支援学校（高等部）

○文

○文

大島小学校 

臨港中学校 

▲
地域子育て支援センター
ろば 

さくら小学校

●
桜本いこいの家

■

桜寿園 
地域包括支援センター 

○文

☆

川崎市ふれあい館

浜川崎駅

昭和駅

◇ 桜本こども文化センター

◇
田島
こども文化センター

扇町

扇島

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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⑩ 小田地区

古くからの住宅が密集している地域であり、小田公園は住民の様々な活動の場となって

います。近年、工場跡地に大規模マンションが建設され、新しい住民が増えています。 

■対象エリア：浅田１丁目、浅田２丁目、浅田３丁目、浅田４丁目、京町３丁目、 

小田２丁目、小田３丁目、小田４丁目、小田５丁目、小田６丁目、 

小田７丁目、白石町、大川町、田辺新田、小田栄１丁目、小田栄２丁目 

■エリアに属する町内会・自治会数：１２ 

人口 32,634人 世帯数 16,293世帯

年少人口（0～14歳） 4,325人 年少人口割合 13.25％

生産年齢人口（15～64歳） 20,582人 生産年齢人口割合 63.07％

高齢者人口（65歳以上） 7,727人 高齢者人口割合（高齢化率） 23.68％

５歳階級別人口 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」「町丁別世帯数・人口」（令和２年３月末日現在） 
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1,000

2,000

3,000

4,000

0～14歳 15～64歳 65歳以上

（人）

◎ 公的施設

■ 地域包括支援センター
● 高齢者施設

△ 障害者相談支援センター
▲ 地域子育て支援センター
◇ こども文化センター

○文  学校 
☆ その他

●
小田いこいの家 地域包括支援センター

ビオラ川崎
■○文

東小田小学校
○文

○文
田島中学校

▲ 地域子育て支援センター
ふぁみいゆ浅田

○文

小田栄駅

武蔵白石駅

小田小学校

浅田小学校

☆小田公園

☆
日枝大神社

◇

◇

小田こども文化センター

浅田
こども文化センター

京町いこいの家

●

○文
京町中学校

大川町

詳しい地区の情報はホームページ上の 
「川崎区地区カルテ」をご覧ください。 
※下のQRコードからPDFをダウンロードできます。
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（３）地域福祉マップ 

東京都 
大田区 

横浜市 
鶴見区 

川崎市 
幸区 

東京湾 

産業道路
ＪＲ東海道線
・京浜東北線 

第一京浜

京急本線

南武線

鶴見線

京急大師線 

羽田空港

田島支所 

大師支所 

ゼロ・エミッション 
工業団地 

浮島 

東扇島東公園 

川崎大師 

こ

多文化共生センター 
かわさき 

川崎市ふれあい館 

大師河原水防
センター 

川崎マリエン 

かわさき 
エコ暮らし未来館 

大師町

福祉パル 

０～14歳の人口割合が 
    18％以上の地区 

※人口割合は令和２年３月末日現在 

 （人口500人以上の地区） 

65歳以上の人口割合が 

    30％以上の地区

65歳以上の人口割合が 

    25％以上の地区 

大師支所 

管内 

田島支所 

管内 

区役所 

管内 

子 ど も 関 連

こども文化センター 

１ 日進町こども文化センター 

２ 旭町こども文化センター 

３ 渡田こども文化センター 

４ 大師こども文化センター 

５ 藤崎こども文化センター 

６ 殿町こども文化センター 

７ 田島こども文化センター 

８ 小田こども文化センター 

９ 浅田こども文化センター 

10 桜本こども文化センター 

地域子育て支援センター 

１ 地域子育て支援センターあすなろ 

２ 地域子育て支援センターおおしま 

３ 地域子育て支援センターあいいく 

４ 地域子育て支援センターふじさき 

５ 地域子育て支援センターろば 

６ 
地域子育て支援センター 
ふぁみぃゆ浅田 

７ 
地域子育て支援センター 
ふぁみぃゆ殿町 

８ 
地域子育て支援センター 
ふぁみぃゆ田島 

９ 地域子育て支援センターできの 

高 齢 者 関 連

地域包括支援センター 

１ しおん地域包括支援センター 

２ 恒春園地域包括支援センター 

３ 大島中島地域包括支援センター 

４ 京町地域包括支援センター 

５ 
地域包括支援センター 
ビオラ川崎 

６ 桜寿園地域包括支援センター 

７ 大師中央地域包括支援センター 

８ 藤崎地域包括支援センター 

９ 大師の里地域包括支援センター 

老人いこいの家 
（いこいの家）

１ 大師いこいの家 

２ 小田いこいの家 

３ 藤崎いこいの家 

４ 田島いこいの家 

５ 大島いこいの家 

６ 桜本いこいの家 

７ 京町いこいの家 

８ 渡田いこいの家 

９ 殿町いこいの家 

老人福祉センター

（いきいきセンター） 

かわさき老人福祉・地域交流センター 

まちの縁側 

１ まちのえんがわ ひまわり 

２ 京町いきいきクラブ 

３ 京町３丁目の縁側 

４ まちの縁側 南町町内会館 

５ ハナさんハウス「手作りクラブ」 

６ まちの縁側大師 

７ まちの縁側ブランチふれあい 

８ 三代さん家 

９ 江守さん家 

10 コスモスの会 

11 ハッピーサロン 

12 和ははの会 

13 笑寺かわさき 

14 リジェンヌ京町 サポートひまわり 

15 まちの縁側 おむすびかふぇサララ 

障 害 者 関 連

地域活動支援センター 

１ あおぞらハウス 

２ みなみ 

３ サボン草 

４ がんばるぞ大師 

５ 手作り工房ウィンドウ 

６ もくれん工房 

７ 糸ぐるま 

８ ひょうたん 

９ あかつき第二作業所 

10 大師ワークショップ 

11 なかまの家 

12
スペース 
ほっと＆ほっとカフェ 

13 ほっとスペース マナ 

14 なのはな 

15 ブルチェロ 

16 かもめ 

17 ほっとカフェテリアパン工房 

障害者相談支援センター
１ かわさき基幹相談支援センター 

２ 地域相談支援センターふじみ 

３ 地域相談支援センターいっしょ 

４ 
地域相談支援センター 
かわさきLife 

地域生活支援センター

地域生活支援センターアダージオ 

１ 

８ ８ ２ 

２ 

３ 

４ 

５ 

９ 

10 
11 
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１ ２ 

３ 

４ 

６ 

７ 

９ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ ７ 
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施設名  住所  電話番号  

川崎区役所 東田町８  パレールビル ２０１-３１１３（総合案内）

大師支所 東門前２-１-１ ２７１-０１３０（総合案内）

田島支所 鋼管通２-３-７ ３２２-１９６０（総合案内）

教育文化会館 富士見２-１-３ ２３３-６３６１

教育文化会館大師分館  
 （プラザ大師）

大師駅前１-１-５川崎大師
パークホームズ２階

２６６-３５５０

教育文化会館田島分館  
 （プラザ田島）

追分町１６-１  
カルナーザ川崎４階

３３３-９１２０

福祉パル 

 地域住民の福祉活動の場の提供、各種講習会の開催、福祉機器の展示、福祉の相談

広報活動等を行う、地域福祉活動の総合的拠点施設です。  

福祉パルかわさき
富士見１-６-３  

読売川崎富士見ビル B-1 棟 6 階
２４６-５５００

児童相談所 
 子ども（18 歳未満）のより健やかな成長と幸せのため、児童福祉法に基づき設置
された専門の相談機関です。お子さんの養育、障害、性格行動、非行等に関して、専
門スタッフが御家族と一緒に問題解決にあたります。また、児童虐待に関わる相談・

通報を受け付けています。  

川崎市こども家庭センター  幸区鹿島田１-２１-９  ５４２-１２３４  

こども文化センター 

 こども文化センターは、地域児童の遊びの拠点として設置されています。また乳幼

児の子育て支援や市民活動の地域拠点の場としても利用できます。  

日進町こども文化センター
堤根３４-１５  

（ふれあいプラザかわさき３階）
２３０-１８１８  

旭町こども文化センター 旭町２-１-５ ２２２-１４５１

渡田こども文化センター 渡田１-１５-５ ３４４-７４２５

大師こども文化センター 大師公園１-４ ２６６-８８７４

藤崎こども文化センター 藤崎４-１７-６ ２２２-７７１１

殿町こども文化センター 殿町１-１８-１３ ２７７-７６６０

田島こども文化センター 田島町２０-２３ ３６６-２８０６

小田こども文化センター 小田２-１６-９ ３５５-３７５４

浅田こども文化センター 浅田３-７-１０ ３６６-０２７１

桜本こども文化センター 桜本１-５-６（川崎市ふれあい館内） ２７６-４８００

地域子育て支援センター 
 子育て中の親子が一緒に安心して遊べる施設です。子育てに関する知識や経験を持

った担当者が、子育て情報の提供や講座の開催、相談などを行っています。また、保

護者同士の交流の場にもなっています。 

地域子育て支援センター  
あすなろ 日進町２０-３ ２２１-７０３７

地域子育て支援センター  
おおしま 大島４-１７-２ ２４４-７７３０

地域子育て支援センター  
あいいく 本町１-１-１ ２２２-７５５５

地域子育て支援センター  
ふじさき（令和 2 年 9 月 移転 ）

藤崎１-６-８  

藤崎保育園仮園舎内
２１１-１３５７

地域子育て支援センター  
ろば  桜本１-５-６ ２７６-４８００

地域子育て支援センター  
ふぁみぃゆ浅田  浅田３-７-１０  ２２３-６９０５

地域子育て支援センター  
ふぁみぃゆ殿町  殿町１-１８-１３  ２０１-６３２２

地域子育て支援センター  
ふぁみぃゆ田島  田島町２０-２３  ２０１-９５６６

地域子育て支援センター  
できの  出来野６-７  ２０１-１１４６  

施設名  住所  電話番号  

地域包括支援センター 

 高齢者とその家族に関する身近な相談窓口です。社会福祉士、主任介護支援専門員

と保健師等を中心に、それぞれの専門性を発揮しながら職員全員がチームでみなさん

の支援を行います。  

しおん地域包括支援センター 本町１-１-１ ２２２-７７９２

恒春園地域包括支援センター 小川町１０-１０ ２１１-６３１３

大島中島地域包括支援センター 中島２-3-２ ２０１-８８３１

京町地域包括支援センター 京町２-１５-６神和ビル３階 ３３３-７９２０

地域包括支援センタービオラ川崎 小田栄２-１-７ ３２９-１６８０

桜寿園地域包括支援センター 桜本２-３９-４ ２８７-２５５８

 大師中央地域包括支援センター 

（令和２年８月移転）

大師駅前１ -１ -５川崎大師

パークホームズ 1 階
２７０-５１１２

藤崎地域包括支援センター 藤崎４-２０-１矢口ビル１階 ２７０-３２１５

大師の里地域包括支援センター 日ノ出２-７-１ ２６６-９１３０

いこいの家 

 高齢者に対し、健全ないこいの場を提供し、高齢者の心身の健康増進を図ることを

目的とした施設です。市内居住の６０歳以上の方が利用できます。  

大師いこいの家 大師公園１-４ ２７７-７９７９

小田いこいの家 小田２-１６-９ ３４４-３３８７

藤崎いこいの家 藤崎４-１７-６ ２２２-７７７３

田島いこいの家 田島町２０-２３ ３６６-２８１１

大島いこいの家 大島１-９-６ ２３３-８８６７

桜本いこいの家 桜本２-５-２ ２７７-５１２５

京町いこいの家 京町３-１２-２ ３４４-０１８４

渡田いこいの家 渡田４-１２-２０ ３６６-４０７５

殿町いこいの家 殿町１-２０-１５ ２８７-９１０８

老人福祉センター（いきいきセンター） 

 高齢者のために、身上や生活など各種の相談に応じるとともに、教養の向上やレク

リエーションのための施設利用等に便宜を図っています。  

か わ さ き 老 人 福祉 ・ 地 域 交 流

センター
堤根３４-１５ ２３３－５５９２

施設名  住所  電話番号  

地域活動支援センター

 障害者が社会参加への機会を得るという目的で生活支援及び就労訓練などを行って

いる施設です。  

あおぞらハウス 小田１-１-２１ ３６６-８５７８

みなみ
四谷上町１２-２５  

エスポフジヨシ１０２
２７６-５０４９

サボン草 塩浜２-２１-３ ２８８-５１５９

がんばるぞ大師  藤崎４-１７-２０  ５８９-５４８０  

手作り工房ウィンドウ 池上新町２-８-５木戸ビル１階 ２７７-３１１３

もくれん工房 田島町２２-１２ 打矢ビル１階 ３５５-６１２３

糸ぐるま 大島１-３-６  Ｍレジデンス１階 ２２２-０６６９

ひょうたん 小田６-２-１６ ３４４-４２６４

あかつき第二作業所
南町２２－６  ラ イオンズマン

ション川崎第３  １０６号室
５６７-１２３０

大師ワークショップ 大師本町８-１５ 只隅ビル１階 ２８７-９４０９

なかまの家 貝塚２-１２-２  ２４５-２１３０

スペースほっと  

＆ほっとカフェ
桜本１-８-１０ ２８８-５１４１

ほっとスペース  マナ  桜本１-９-９  ５８９-３１０８  

なのはな 大島４-７-１２ ２２２-２８５２

ブルチェロ 渡田山王町１５-８-１０２  ３６６-２２９１  

かもめ  浅田３-８-３  ３３３-７５４５  

ほっとカフェテリアパン工房  桜本２-３-１９  越川ビル１F ２２３-８６０８  

障害者相談支援センター 

 障害のある方が、地域で安心して暮らすことができるよう、地域の関係機関と連携

しながら、障害のある方やそのご家族などの御相談をお受けし、支援を行っています。 

かわさき基幹相談支援センター  
大島１-４-８  

イーストブルー１０１  
２２２-８２８１  

地域相談支援センターふじみ  大島１-８-６  ２３３-９９４９  

地域相談支援センターいっしょ  京町１-１６-２６-１０１  ２０１-６９５２  

地域相談支援センター  

かわさき Life 

新川通５-１１  

金子ビル７０１号室 
２０１-７２８６  

地域生活支援センター 
 地域で生活する精神障害をお持ちの方に、面接や電話による相談・援助、自主活動

への支援、生活情報の提供等を行う施設です。  

地域生活支援センター  
アダージオ

境町１５-２１  

境町マンション２階
２００-９３４９

 身体障害者福祉会館 

  在宅障害者を対象に、障害福祉の向上を図るための各種事業を行っています。  

南部身体障害者福祉会館 大島１-８-６ ２４４-３９７１

地域療育センター 

 知的障害・肢体不自由などの障害のあるお子さんや傷害の疑いのあるお子さんに対して、

相談・診察・検査・評価・療育・訓練等の総合的療育支援を行う施設です。  

南部地域療育センター 中島３-３-１ ２１１-３１８１

  川崎市ふれあい館 桜本１－５－６   ２７６－４８００
 日本人と韓国・朝鮮人を主とする在日外国人が、同じ川崎市民として

子どもからお年寄りまで相互のふれあいをすすめる場です。民族文化に

ついての講座や各種行事の開催等を行っています。  

まちの施設案内 （令和２年４月１日現在 ※一部については別途記載）

  まちの縁側（令和２年９月１日現在）
 誰もが気軽に立ち寄って、近所の人等と交流できる場です。開催日時・内容は会場に

より異なります。  

・まちのえんがわ  ひ ま わり（小田１丁目）  

・京町いきいきクラブ（京町小学校体育館）  

・京町３丁目の縁側（京町３丁目町内会館）  

・まちの縁側  南 町町内会館（南町町内会館）  

・ハナさんハウス「手作りクラブ」（渡田新町２丁目）  

・まちの縁側大師（プラザ大師）  

・まちの縁側ブランチふれあい（大師いこいの家）  

・三代さん家（小田２丁目）  

・江守さん家（浜町４丁目）  

・コスモスの会（中島商店街）  

・ハッピーサロン（台町）  

・和ははの会（たじま家庭支援センター）  

・笑寺かわさき（幸福寺又はビバース境町）  

・リジェンヌ京町  サポートひまわり（京町３丁目）  

・まちの縁側  おむすびかふぇサララ（浜町１丁目）  

問い合わせは川崎区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課 ２０１－３２０２
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（４）数字でみる川崎区

① 人口の状況 

川崎区は中原区、高津区に次いで３番目に人口が多い区です。人口の増加傾向が続き、

令和元（2019）年10月には233,116人となっています。 

将来人口は、令和12（2030）年をピークに減少過程に移行しますが、65歳以上人

口は令和42（2060）年まで増加を続けると推計されています。 

川崎区の人口推移 

資料：川崎市統計情報「川崎市の世帯数・人口」（各年10月１日現在） 
年齢不詳があるため、総人口は合計と一致しない。 
令和７年以降は「川崎市総合計画第２期実施計画の策定に向けた将来人口推計について」 
（平成29年５月 川崎市総務企画局）による。 

② 高齢化の状況 

65歳以上の高齢者人口の割合は市内で２番目に高く、令和２（2020）年３月末には

22.1％となっています。３地区別にみると、田島支所管内の高齢化率が24.5％と最も

高くなっています。 

資料：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」（令和２年３月末日現在） 
※構成割合は小数第２位を四捨五入しているため、合計が100.0％にならない場合がある。
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平成 27（2015）年の国勢調査では、川崎区のひとり暮らし高齢者数は市内で最も

多く 12,000 人を超え、高齢者人口の25.8％となっています。また、他区と比べて、

男性のひとり暮らし高齢者の割合が高くなっています。 

 川崎区のひとり暮らし高齢者数の推移 区別ひとり暮らし高齢者の男女別構成（平成27年） 

資料：国勢調査 

介護保険の要介護・要支援認定高齢者数は増加傾向にあり、平成31（2019）年４月

１日時点で10,676人となっています。 

川崎区の要介護等認定高齢者数の推移

資料：川崎市統計書（各年４月１日現在） 
（第１号被保険者の要介護・要支援認定者数） 
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認知症高齢者数は今後増加を続け、令和12（2030）年には、約12,800 人まで

増加すると想定しています。 

川崎区の認知症高齢者数の推移 

資料：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金

特別研究事業 九州大学二宮教授）から作成。 

※令和２年以降の推計は、平成27年国勢調査をベースに、川崎市総務企画局が平成29年５月に公表した「川
崎市総合計画第２期実施計画の策定に向けた将来人口推計について」に、認知症有病率を乗じて推計。認知

症有病率に軽度認知障害（MCI）は含まれない。 

③ 障害者の状況 

障害者数は、平成29（2017）年度末で身体障害者手帳所持者数が7,260 人、知的

障害者数※が 1,803 人、精神障害者保健福祉手帳所持者数が1,919人、自立支援医療

（精神通院医療）★受給者数は3,691人となっています。知的障害者数、精神障害者数、

自立支援医療受給者数は増加傾向にあります。 

川崎区の障害者数の推移 

資料：川崎市健康福祉年報（各年度末） 
※知的障害者数は判定のみ受けて手帳を所持していない者も含む。 

★ 自立支援医療（精神通院医療）：精神疾患のために継続的な通院による治療を受ける場合の医療費の負担軽減を図

る制度です。（ただし所得制限があります。） 

7,004 7,126 7,199 7,183 7,181 7,260 

1,375 1,441 
1,549 1,624 1,701 1,803 

1,323 1,429 1,518 1,643 1,748 1,919 

2,670 2,754 
3,031 3,189 

3,442 
3,691 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

（人）

身体障害者数 知的障害者数 精神障害者数 自立支援医療受給者

321 282 258 309 

582 680 596 546 
1,031 1,208 1,413 1,237 
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④ 出生の状況 

出生数、合計特殊出生率★ともに平成27（2015）年以降は減少し、平成29（2017）

年の合計特殊出生率は市の1.34を下回り、1.21となっています。 

  資料：川崎市統計書（各年次）        資料：神奈川県衛生統計年報（各年次） 

⑤ 児童虐待相談・通告の状況 

平成30（2018）年度の児童虐待相談・通告件数は、835件となっており、増加傾

向が続いています。 

児童虐待相談・通告件数受付状況（区役所・児童相談所合計） 

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 その他 計 

平成26年度 540 338 290 375 273 349 207 18 2,390 

平成27年度 673 357 332 334 312 325 189 12 2,534 

平成28年度 781 382 429 383 323 288 282 7 2,875 

平成29年度 758 324 431 518 578 317 318 19 3,263 

平成30年度 835 491 560 600 627 541 439 41 4,134 

資料：川崎市こども未来局「平成30年度 川崎市における児童虐待相談・通告件数について」 
※その他は初期調査により、管轄区外に居住していることが確認された件数。 

★ 合計特殊出生率：15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものであり、一人の女性が一生に産む子

どもの数に相当します。 
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⑥ 転出入の状況 

令和元（2019）年の移動人口では20歳代の転入が多く、転出を約2,300 人上回っ

ています。 

川崎区の年齢階級別移動人口（令和元年） 

資料：川崎市統計情報「川崎区の人口動態」（令和元年） 
※社会増減…住民の転入から転出を差し引いた人数 

⑦ 外国人住民人口の状況 

外国人住民人口は、平成 29（2017）年９月末の 14,417 人から令和元（2019）

年９月末には16,513 人となり、総人口に占める割合は市内で最も高くなっています。

特に区役所管内では9.6%と高い割合になっています。 

区別外国人住民人口の推移と総人口に占める割合 

地区別外国人住民人口の推移と総人口に占める割合 

資料：川崎市統計情報「管区別年齢別外国人住民人口」（各年９月末日現在）

14,417 

4,740 5,048 4,353 
3,176 

4,110 
2,365 

16,513 

5,554 6,141 
5,112 

3,705 
4,980 

2,906 

7.1%

3.3% 2.3%
2.2% 1.6% 2.3%

1.6%
0

5,000

10,000

15,000

20,000

川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区

（人）

平成29年 令和元年 %：総人口に占める割合（令和元年）

784 881 

7,643 

3,885 

1,709 
1,014 518 292 162 53 

-950 -471 

-5,371 
-3,760 

-1,588 
-904 -582 -334 -194 -49 -166 

410 

2,272 

125 121 110 

-64 -42 -32 

4 

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

０～９歳 10～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上

（人）

転入 転出 社会増減

8,894 

2,759 2,764 

9,893 

3,587 
3,033 

9.6%

4.6%
5.8%

0

4,000

8,000

12,000

区役所管内 大師支所管内 田島支所管内

（人）



第１章  川崎区地域福祉計画策定にあたって 

48

⑧ 生活保護の状況 

令和元（2019）年度の生活保護★を受けた人の数は10,561人で、市内で最も多く

なっています。 

生活保護の状況（実人員）（令和元年度） 

資料：川崎市統計書（令和元年度月平均。実人員には保護停止中を含む。） 

⑨ 町内会・自治会等加入の状況 

町内会・自治会等への加入率は低下傾向にあり、令和元（2019）年度は加入率54.4％

となっています。 

川崎区の町内会・自治会等加入状況の推移 

資料：川崎市統計書（各年度４月１日現在） 

★ 生活保護：生活保護とは、家計を支えていた人が亡くなったり、病気やケガ、高齢や障害など何らかの事情によ

り収入が途絶えたりして生活が困難となった場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行って、最低限度

の生活の保障とともに、その自立の手助けをすることを目的とした制度です。健康で文化的な最低限度の生

活を行う権利は日本国憲法に定められています。 
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⑩ 民生委員児童委員の状況 

民生委員児童委員の１委員当たり受持ち世帯数は増加傾向となっています。 

川崎区の民生委員児童委員の１委員当たり受持ち世帯数の推移 

資料：川崎市統計書（各年４月１日現在） 

⑪ 老人クラブの状況 

高齢者が増加している一方で、老人クラブの会員数は減少傾向となっています。 

川崎区の老人クラブ加入状況の推移 

資料：川崎市統計書（各年度４月１日現在） 
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（５）川崎区民が１００人とすると…
※このページの数値はすべて、おおよその数で表しています。 

注 1～２：川崎市統計情報「町丁別年齢別人口」（令和２年３月末日現在）、平成27 年国勢調査 

注３：川崎市統計情報「管区別年齢別外国人住民人口」（令和元年９月末日現在） 

注４：川崎市統計情報「人口動態」（令和元年）

22人は65歳以上の高齢者です。 

そのうち６人はひとり暮らし高齢者です。 

注1 

注2 

７人は外国人住民です。 

注３ 

１年間で川崎区に転入してくるのは7.4人です。 

１年間で川崎区から転出するのは6.5人です。 

注４ 

11人は14歳以下の子どもで、 

そのうち５人は５歳以下の子どもです。 
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基本目標１ つながりを育てる地域づくり 

基本目標２ 安心して暮らせる地域づくり 

３ 第５期計画の振り返り 

○生活習慣病予防や運動習慣、口腔ケアや食生活等に関するこ

となど、地域に出向いて健康づくりや介護予防に関する講座

を行いました。 

○自助や互助を促進するため、不眠症や認知症予防、老い支度

など実践的な内容をテーマとした講演会を実施し、地域包括

ケアに関する普及啓発を行いました。 

○「地域づくりワークショップ報告会」を開催し、地域づくり

の取組情報を発信することで、既存の地域活動の支援や、新

規活動立ち上げのきっかけづくりを行いました。 

○多様な主体と連携しながら地域活動の支援を行いました。「地

域の縁側活動推進事業」においては、縁側活動の普及啓発に

向けた取組として、イベントの実施や広報等を行いました。

また、活動団体同士の交流の機会となる縁側連絡会を開催し

ました。 

○関係機関・地域と連携したイベント・講座等の開催により、

地域活動・交流の場づくりを行いました。 

○「川崎区地域保健福祉かわら版（通称ぽかぽか通信）」を発行

し、地域の保健、福祉、子育てに関する情報発信を行いました。

また、子育て中の保護者に向けたホームページ・子育てアプリ

等による情報発信や、「外国人住民のための川崎区生活便利ガ

イド」の発行による、外国人市民に向けた情報発信を行いまし

た。 

○外国人市民や外国につながる子ども・保護者が多い川崎区で、

日本語が不慣れなことによる孤立を防ぐため、子ども支援機関

からの申請に基づいて通訳の派遣や翻訳支援を実施しました。 

○多種多様な相談に対するきめ細やかな対応や、課題を抱えた人に対する支援の充実を図るた

めの取組を行いました。 

○様々なボランティア養成講座等を実施し、地域人材の育成と活動支援を行いました。 

地域の縁側活動 普及啓発の取組 

（川崎図書館） 

川崎区地域保健福祉かわら版 

地域づくりワークショップ報告会
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基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくり 

○令和元年東日本台風の被災体験をもとに支援体制の検証を行いました。 

○区社協との連携をより強化し、横断的なネットワーク体制づくりを行いました。 

○様々な会議等で課題を共有し、情報交換しながら、検討した内容をフィードバックするとと

もに、それぞれの強みを活かしたネットワークを構築しました。 

○「つながりを育てる地域づくり」をテーマに、地域の方々と地区カルテ等を活用したワーク

ショップを実施して地域課題を共有し、共に検討しながら課題解決に向けた取組を進めまし

た。 

○見守りネットワーク登録事業者を中心に、課題を共有し、地域情報等のニーズについての情

報共有を行いました。
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４ 第６期計画に向けて 

区の特色や様々な課題、これまでの振り返り等を踏まえ、取り組むべき視点を整理しました。 

＜基本目標１ つながりを育てる地域づくり＞ 

○人生 100年時代を地域で安心して暮らしていくためには、高齢者に限らず、一人ひとり

が自分自身の健康に目を向け、できることに取り組んでいく必要があります。誰もが参加
しやすい「健康づくり」や「いきがいづくり」の場を身近な地域で提供することで、区民

が自分でできることに主体的に行動できるきっかけを作る取組が引き続き必要です。 
 また、健康寿命を延ばし、充実した“自分が望む”暮らしを続けていくために、元気なう

ちから「もしもの時」のことを考えておくことも必要です。 

○川崎区では、多様な主体により、地域で様々な地域活動や見守り・支え合いの活動が行わ

れています。見守り・支え合いの輪を広げていくための地域活動を支援し、区民が活動に
関心を広げて、地域活動に参加するためのきっかけを作ることが必要です。特に転入など

により地域とのつながりが希薄な人たちに対しての交流の場づくり、つながりづくりを進
めながら、10年・20年先を見据えた種まきやアプローチをしていく必要があります。 

○障害のある人もない人も、お互いを尊重しながらともに支え合う地域づくりを進めていく

必要があります。 

○新しい生活様式の中では、つながりの場のもち方、集まりの方法についても工夫が必要な
状況があります。 

＜基本目標２ 安心して暮らせる地域づくり＞ 

○様々な事情から、相談窓口やサービスにたどり着かず、支援につながらないケースがあり
ます。情報が届きにくい人に向けた情報提供・情報発信の方法を引き続き工夫する必要が

あります。 

○課題や困難を抱えた人が増加し、個別支援のニーズが高まっています。世帯が抱える問題
が複雑化しているため、早い時期に相談につなげる必要があります。 

○外国につながる人の相談対応が増加しています。多くの課題を抱え、支援を必要としてい

るケースも増加しています。 

○地域活動の担い手が、限られた人になっている状況があります。新しい人材の発掘と育成
を行うため、地域活動への参加が少ない世代への働きかけを行う必要があります。また、

民間活力を活かした取組の重要性が増しています。 

＜基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくり＞ 

○地域における生活課題は、様々な要因が重なり多様化・複雑化しています。既存の制度、

サービスでは対応が難しい「制度の狭間」の課題も発生しており、区民、活動団体、事業

者、行政等が地域を基盤に横断的につながり、連携して必要な支援につなげることができ
る仕組みを作ることが必要です。 

○災害発生等の有事を見据えながら、地域の中でつながり、見守り・支え合うネットワーク

を形成していくことが必要です。また、災害を我が事として捉えることができる啓発も必
要です。 

○虐待に係る件数の増加や、子ども・若者の貧困の連鎖も課題となっています。 

第６期計画に向けて、これらの視点から取組内容を見直し、地域福祉の推進に取り組みます。 
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川崎区の地域福祉推進の取組

第２章 川崎区の地域福祉推進の取組 
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１ 川崎区のめざす地域福祉 

（１）基本理念

川崎区では、これまでも見守りの輪、助け合いの輪をつないでいくことで、いつまでも

安心して暮らせるまちづくりを進めてきました。 

第６期計画では、第５期計画の基本理念「つながりを育て 安心して暮らせるまち か

わさき区」を継承し発展させながら地域の誰もが自分らしい生活ができるよう、第５期計

画で進めてきた取組をさらに推進し、多様な主体との連携により、そのつながりを育て、

共に支え合う地域づくりをめざします。 

（２）基本目標

一人ひとりがいきがいをもち、地域福祉に関心を持つよう働きかけることにより、 

地域での活動へ参加することを促し、地域のつながりを育てていきます。 

多種多様な相談に対応していくため、積極的な情報発信や相談・支援体制の充実に 

より、幅広い福祉サービスを提供していきます。 

地域の多様化、複雑化した課題やニーズに対応していくため、区民、活動団体、 

事業者、行政等が連携・協働し、共に支え合う仕組みづくりに取り組みます。

基本目標１ つながりをみんなで育てる地域づくり 

基本目標２ 安心して暮らせる地域づくり 

基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくり 
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２ 計画の体系 

基本目標１ 

つながりをみんなで

育てる地域づくり 

基本目標２ 

安心して暮らせる 

地域づくり 

基本目標３ 

見守り・支え合いの
ネットワークづくり

１ 

地域活動への支援・ 

参加の促進 
２ 

地域活動・交流の場づくり３ 

情報提供の充実 １ 

相談支援の充実 ２ 

保健・福祉人材の育成 ３ 

支援につながる仕組み 

づくり 
１ 

基本方針基本目標基本理念

区民・団体・行政等の連携

による支援体制づくり 
２ 

誰もが参加できる健康・ 

いきがいづくり 

重
点
項
目

重
点
項
目

重
点
項
目
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３ 第６期計画の重点項目 

「地域の生活課題に関する調査」や川崎区の現状、第５期計画の振り返りなどを踏まえ、

次の３つの項目を第６期計画の重点的な取組として位置づけ、取り組んでいきます。 

●地域には、様々な年代の人、介護が必要な人、外国につながる人、障害のある人など、

いろいろな背景のある人が暮らしています。 

●地域とのつながりを持たない人へのつながりづくりが継続課題になっています。地域と

のつながりを作る（地域活動に参加する）きっかけづくりが必要です。 

○地域とのつながりを作るためには、身近な地域で気軽にみんなが参加できるような活動

の場や、交流の場が必要です。こうした場を提供し、地域活動に参加するためのきっか

けづくりを行います。 

○地域とつながるきっかけや、つながりを広げるための地域活動や取組を継続させていく

ために、グループや団体等の支援を行います。また、グループや団体等同士のつながり

を広げていくための交流の機会を作ります。 

●保健福祉サービスや、地域包括ケアシステムに関する情報、地域の情報については、正

しい情報をわかりやすく伝えることが必要です。 

●支援が必要な人に対して、必要な情報が届いていない現状があります。 

○保健福祉情報や地域の情報等を区民に届けるために、いつでも入手しやすく、分かりや

すい情報を、様々な広報手段を通じて提供していきます。 

○隣近所や友人・知人など、地域住民によるご近所での情報交換や、地域活動・交流の場

での情報交換なども大きな発信力となることが期待できます。住民が情報を広めていけ

るような情報発信に取り組みます。 

基本目標２－基本方針１ 情報提供の充実

基本目標１－基本方針２ 地域活動への支援・参加の促進 



川崎区の地域福祉推進の取組  第２章 

61 

●困りごとや課題が多様化し、複雑化している状況があります。また、支援を必要とする

状況が複数重なることも増えています。困りごとや課題を抱えた人を、適切な支援や取

組につなげるための仕組みを作っていく必要があります。 

●専門性が必要とされる問題に対しては、活動団体や関係機関と連携して適切な支援へと

つなげていくことが必要です。 

○多様化・複雑化した課題に対応していくためには、分野を越えて連携していくことが必

要です。まちづくり、地域づくりの推進や、地域課題の解決をしていくためにも、顔の

見える関係づくりや情報共有を行い、ネットワークを強化していきます。 

基本目標３－基本方針２ 区民・団体・行政等の連携による支援体制づくり 
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４ 第６期計画の取組 

基本目標１ つながりをみんなで育てる地域づくり

基本目標１ つながりをみんなで育てる地域づくりに関する区の現状からみえた

課題や継続課題は次のとおりです。 

区の現状 

今後、ますます高齢化が進んでいく 

高齢化の推計（再掲） 

今後、高齢者の数は増加を続け、令和

42（2060）年には高齢化率が32.5％

になると推計されています。 

資料：川崎市統計情報「川崎市の世帯数・人口」 

（各年10月１日現在）、 

令和７年以降は「川崎市総合計画第２期実施計

画の策定に向けた将来人口推計について」（平

成29年５月 川崎市総務企画局）による。 

要介護・要支援認定高齢者が増加 

要介護等認定高齢者数の推移（再掲）

高齢者の増加に伴い、要介護・要支

援認定高齢者の数が増加しています。 

資料：川崎市統計書（各年４月１日現在） 

（第１号被保険者の要介護・要支援認定者数） 

基本目標１ つながりをみんなで育てる地域づくり 

26.0 25.9 30.5 31.5 29.7 26.0 

154.2 155.7 152.8 151.9 149.7 
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46.8 

23.4 

21.2 

11.5 

11.2 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

参加したことがない

町内会・自治会に関する活動

お祭りやイベントに関する活動

今は参加していないが

条件が整えば参加したい

環境美化（ゴミ拾いなどを

含む）に関する活動

子育てに関する活動

川崎区
n=278人

地域活動やボランティア活動に「参加したことがない」が約５割 

参加している地域活動等（複数回答・上位６項目） 

地域福祉実態調査によると、地域活

動やボランティア活動に「参加したこ

とがない」と回答した人が 46.8％と

なっています。 

「機会があれば、地域包括ケアシステムに関わる行動をしたい」が約５割 

「地域包括ケアシステム」で市民に期待される行動の実践度 

地域福祉実態調査によると、地域包

括ケアシステムについて知らない、又

は何をしたらよいかわからないという

人のうち、地域包括ケアシステムに関

わる行動を「行っていないが、機会が

あれば行いたい」と考える人が50.4％

となっています。 

若い世代の転入が多い 

年齢階級別移動人口（再掲） 

令和元（2019）年の転出

入の状況は、20～29歳の転

入が7,643人、転出が5,371

人で、転入から転出を差し引

いた社会増減は2,272人の

増加となっています。 

資料：第５回川崎市地域福祉実態調査（令和元年度） 
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資料：第５回川崎市地域福祉実態調査（令和元年度） 
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現状からみえた課題 

高齢者の数は増え続けており、要介護・要支援認定高齢者も増加傾向にあります。

高齢者が健康づくりのための運動や、市民向け講座に受講者や講師として参加するこ

とにより、自分の健康維持や認知症予防、いきがいづくりにつながることが期待でき

ます。身近な場所で、継続して参加できるよう、健康づくりや介護予防の普及啓発を

行っていくことが必要です。 

依然として地域活動やボランティア活動に参加したことがない人が約５割となって

いますが、一方で条件が整えば参加したいという人が増えています。人と人とのつな

がりによる地域づくりを推進するため、地域活動への参加のきっかけを作り、活動の

充実や地域活動団体同士の連携を促進し、活動の活性化や継続に向けた支援が必要で

す。 

市全体で取り組んでいる「地域包括ケアシステム」について知らない、又は何をし

たらよいかわからないという人のうち、自助・互助などの行動を「機会があれば行い

たい」と考える人が約５割となっています。そのため、防災訓練などを入口として交

流を図り、自助・互助の取組への参加につなげていけるような普及啓発が必要です。 

川崎区は若い世代の転入者が多く、集合住宅に移り住む人も多いため、隣近所との

つきあいが希薄になりがちです。子どもたちの居場所づくりや子育て世代の交流、さ

らに世代を超えた交流や男性の育児参加を促す場づくりを推進することが必要です。 

第５期計画からの継続課題 

一人ひとりが自分自身の健康に目を向け、できることに取り組んでいくために、 

介護予防、認知症予防等の講演会、出前講座等を実施し、誰もが参加しやすい健康

づくりやいきがいづくりの場を身近な地域で提供し、主体的に取り組めるきっかけ

を作ることが必要です。 

見守り・支え合いの輪を広げていくため、多様な主体と連携しながら地域活動への

参加のきっかけづくりを行うことが必要です。また、地域活動の充実と継続に向け

た支援をしていくことも必要です。 

転入などにより地域のつながりが希薄な若い世代に対して、誰もが気軽に集うこと

ができる交流の機会や、地域活動の場づくりが求められています。 

これらの課題を踏まえ、「基本目標１ つながりをみんなで育てる地域づくり」に向け

て、３つの方針を定め、取組を展開していきます。 
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具体的な取組 

生涯を通じて、元気に自分らしく暮らすために、誰もが気軽に参加できる仕組みづくり

を進めます。 

取組名 １ 健康づくり・介護予防の普及啓発 

概要
高齢者の健康づくり・介護予防のため、ほほえみ元気体操や公園ウォーキング、

ストレッチなどの運動の普及啓発を行います。 

主な取組内容 

ウォーキングガイドブックの改訂及び活用 

シニアのためのお出かけ情報の改訂及び活用 

生活習慣病予防の普及啓発 

協働団体等 地域活動団体、地域包括支援センター 

区担当所管 地域支援課 

取組名 ２ 認知症についての正しい理解の普及啓発 

概要
認知症についての正しい理解、予防につながる生活習慣などの普及啓発を行い

ます。 

主な取組内容 認知症をテーマとした講座の実施 

協働団体等 地域活動団体、地域包括支援センター 

区担当所管 地域支援課 

取組名 ３ 健康づくり・介護予防出前講座 

概要
地域に出向いて食生活や健康に関する講座を実施し、より多くの区民に健康や

生活習慣病予防、介護予防などの普及啓発を行います。 

主な取組内容 
健康づくり出前講座の実施 

介護予防出前講座の実施 

協働団体等 町内会・自治会、老人クラブ、地域活動団体、地域包括支援センター、その他

区担当所管 地域支援課 

基本方針１ 誰もが参加できる健康・いきがいづくり

担当所管 大師地区健康福祉ＳＴ＝大師地区健康福祉ステーション 

     田島地区健康福祉ＳＴ＝田島地区健康福祉ステーション 
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取組名 ４ 歯と口の健康づくりの普及啓発  

概要
乳幼児期から高齢期までの各ライフステージに応じた歯科疾患の予防、生涯の

食を支える口腔機能の発達及び維持についての普及啓発を行います。 

主な取組内容 

歯科教室等の充実 

ホームページを活用した広報 

オーラルフレイル予防をテーマにした介護予防講座の実施 

協働団体等 地域子育て支援センター、地域活動団体、区歯科医師会、その他 

区担当所管 地域支援課（歯科） 

取組名 ５ いこい元気広場への支援 

概要 虚弱高齢者の健康維持のために、いこい元気広場への紹介を行います。 

主な取組内容 地域の場を活用したいこい元気広場の周知 

協働団体等 区社協、地域包括支援センター 

区担当所管 地域支援課 

取組名 ６ 思春期教育  

概要 区内の公立学校に出向いて、いのちの教育、性教育を実施します。 

主な取組内容 
小学校でのいのちをテーマにした講座の実施 

中学校、高等学校での性教育（性感染症及び望まない妊娠の予防等）の実施

協働団体等 区社協、区内の公立学校 

区担当所管 地域支援課 
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地域活動への参加のきっかけづくりや、活動の充実と継続に向けた支援を行います。 

取組名 ７ 地域の縁側活動推進事業 

概要
誰もが気軽に立ち寄ることのできる地域の憩いの場「地域の縁側」活動を推進

します。 

主な取組内容 

普及啓発イベントの実施 

多様な媒体を活用した縁側活動の広報 

縁側連絡会の開催 

新規団体の立ち上げ支援 

協働団体等 まちの縁側活動団体 

区担当所管 地域ケア推進課 

取組名 ８ 民生委員児童委員協議会の活動支援 

概要 区社協と連携し、民生委員児童委員協議会への活動の支援を行います。 

主な取組内容 
民生委員児童委員協議会定例会の開催 

他機関と連携した活動への支援 

協働団体等 区社協 

区担当所管 地域ケア推進課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 

取組名
９ 健康づくりボランティア（健康づくりサポーター、食生活改善推進員）

との連携 

概要
ボランティア団体と連携し、運動や食生活を通じた健康づくり活動や食育講座

などを実施し、地域の健康づくりを推進します。 

主な取組内容 
健康づくりサポーターによる地域での活動の支援 

食生活改善推進員による地域での活動の支援 

協働団体等 健康づくりサポーター、食生活改善推進員連絡協議会 

区担当所管 地域支援課 

基本方針２ 地域活動への支援・参加の促進
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取組名 10 子育てサロン・子育てグループ活動への支援 

概要 子育てサロンや子育てグループの活動の活性化と継続に向けた支援を行います。

主な取組内容 

育児相談や健康講話の実施                

子育て情報の紹介 

関係機関と連携した講師派遣及び情報提供 

多世代交流の機会の創出 

協働団体等 民生委員児童委員協議会、その他 

区担当所管 地域支援課、保育所等・地域連携担当 

取組名 11 市民活動コーナーの活用による市民活動団体への支援 

概要
会議や資料づくりのためのスペースの提供や関連機器の設置などを行い、区内

で活動する団体支援の充実を図ります。 

主な取組内容 

市民活動コーナーの管理運営 

ホームページを活用した広報 

市民活動団体の支援につながる研修の実施 

協働団体等 市民活動コーナー利用者会議（登録団体） 

区担当所管 地域振興課、大師支所区民センター、田島支所区民センター 

取組名 12 健康づくり・介護予防グループ活動への支援  

概要
町内会や自治会、有志団体等で実施している体操等や会食会、サロン・カフェな

どの自主グループ活動の支援を行います。 

主な取組内容 

広報活動（シニアのためのお出かけ情報等の発行） 

健康に関する情報提供 

活動継続・活性化のための支援 

協働団体等 
町内会・自治会、民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会、 

地域包括支援センター 

区担当所管 地域支援課 

取組名 13 市民講師事業（仮称）  

概要

市民がこれまで積み上げてきた知識や経験、技術等、自らが得意とする分野にお

いて市民講師となり、「伝える楽しさ」を体験することで、地域活動への参加のきっ

かけを作ります。 

主な取組内容 教育文化会館で実施する講座等における活動機会の提供 

区担当所管 生涯学習支援課 
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取組名 14 自主防災組織による防災訓練・避難所運営会議の推進  

概要
地域における防災訓練や避難所運営会議・訓練を通じて、参加者の交流、顔の見

える関係づくりを支援します。 

主な取組内容 
自主防災組織の防災訓練・避難所運営会議の活動支援 

避難所運営会議・訓練を通じた連携及び参加者の交流促進 

協働団体等 自主防災組織、避難所運営会議 

区担当所管 危機管理担当、大師支所区民センター、田島支所区民センター 

取組名 15 地域包括ケアシステムの普及啓発 

概要
多様な主体との連携により、地域包括ケアシステムの構築に向けた普及啓発や見

守り活動団体等への支援を行います。 

主な取組内容 

地域包括ケアシステム普及啓発講演会の開催 

「川崎区版地域包括ケアシステムパンフレット」を活用した地区活動の推進

及び地域見守り団体等への支援 

協働団体等 町内会・自治会、民生委員児童委員協議会、区社協、その他 

区担当所管 地域ケア推進課、地域支援課 
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誰もが気軽に集うことができる交流の機会や地域活動の場づくりを進めます。 

取組名 16 障がい者社会参加学習活動（青年教室） 

概要 知的障害者を対象に、体験活動を通して地域との交流を図ります。 

主な取組内容 地域との交流活動及び体験活動の実施 

協働団体等 青年教室ボランティア 

区担当所管 生涯学習支援課 

取組名 17 子どもと親のための講座 

概要
保育園のノウハウを活かし、子育てに自信が持てる講座を実施し、子育て家庭

相互の交流を推進します。 

主な取組内容 子育て講座の実施 

協働団体等 保育所、その他 

区担当所管 保育所等・地域連携担当 

取組名 18 男性の育児参加促進事業 

概要
土曜日に保育所などで子どもと保護者が一緒に楽しく遊べるイベントを実施

し、男性の積極的な育児参加を推進します。 

主な取組内容 
「パパもいっしょに！ジョイフルサタデー」の実施 

ファミリー講座の実施 

協働団体等 保育所、地域子育て支援センター 

区担当所管 保育所等・地域連携担当 

取組名 19 かわさき区子育てフェスタ 

概要

子育てに関するイベントを実施し、区内の子ども・子育て情報を提供するとと

もに、参加者の交流を通し、暮らしやすく、子育てしやすい地域づくりを推進

します。 

主な取組内容 
子育てフェスタの実施 

実行委員会の開催による子育て支援機関のネットワークづくり 

協働団体等 子育てフェスタ実行委員会 

区担当所管 地域ケア推進課 

基本方針３ 地域活動・交流の場づくり
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取組名 20 川崎区子ども地域交流・居場所促進事業 

概要

夏休み等の長期休業中に、高校生等のボランティアをサポーターとし、地域の

人たちを講師とする講座などを実施し、学区を越えた仲間づくりや地域の大人

との交流の促進を図りながら、講座への参加を通して、地域活動に関心を持つ

子どもたちの育成を促進します。 

主な取組内容 小学生向け講座の実施 

区担当所管 生涯学習支援課 

取組名 21 コミュニティカフェ「キョウブンカフェ」  

概要
「地域の人が参加しやすいコミュニティ」や「情報発信する場」の実現に向け、

活動を通して交流を図りながら人が出会いつながる場を作ります。 

主な取組内容 「キョウブンカフェ」の実施 

協働団体等 キョウブンカフェ実行委員会（仮称） 

区担当所管 生涯学習支援課 

取組名 22 公園、街路樹等の愛護活動支援 

概要
公園緑地愛護会や管理運営協議会を支援することにより、市民との協働による

公園の管理運営を進めています。 

主な取組内容 
公園緑地愛護会、管理運営協議会の設立支援 

剪定講習会の開催、公園内花壇の申請支援、合同連絡会の開催 

協働団体等 公園緑地愛護会、管理運営協議会、街路樹等愛護会 

区担当所管 道路公園センター整備課 
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基本目標２ 安心して暮らせる地域づくり

基本目標２ 安心して暮らせる地域づくりに関する区の現状からみえた課題や継続

課題は次のとおりです。 

区の現状 

保健や福祉の情報は「市の広報」から 

保健や福祉の情報をどこから得ているか（複数回答・上位５項目） 

地域福祉実態調査によると、保健や

福祉の情報を得るのは、「市の広報」が

48.2％と圧倒的に多い状況です。次い

で、「町内会・自治会の回覧板」「イン

ターネットのホームページ」が 20％

台となっています。 

心配ごとや悩みごとの相談相手となる親族が周囲にいない 

心配ごとや悩みごとの相談相手（複数回答・上位６項目） 

心配ごとや悩みごとの相談相手につ

いて、「同居している家族」「離れて暮

らしている家族」とも市全体と比較し

て割合が低くなっています。一方、「相

談する人がいない」が市全体と比較し

て高くなっています。 

基本目標２ 安心して暮らせる地域づくり 

資料：第５回川崎市地域福祉実態調査（令和元年度）

資料：第５回川崎市地域福祉実態調査（令和元年度）
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外国人住民人口が多い 

総人口に占める外国人住民人口の割合（再掲） 

川崎区は外国人住民人口が多く、総

人口に占める割合は7.1％と市内で最

も高くなっています。 

資料：川崎市の統計情報 

  「管区別年齢別外国人住民人口」 

  （令和元年９月末日現在） 

居住期間の短い区民が比較的多い 

区の居住期間について、『10年未満』の合計が34.5％と、市全体より割合が高く

なっています。 

居住期間 

認知症高齢者の増加が予測される 

認知症高齢者数は今後増加を続け、令和12（2030）年には、約12,800人まで増

加すると想定しています。 

川崎区の認知症高齢者数（再掲） 

資料：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成26年度厚生労働科学研究費補助金
特別研究事業 九州大学二宮教授）から作成。 

※令和２年以降の推計は、平成27年国勢調査をベースに、川崎市総務企画局が平成29年５月に公表した「川

崎市総合計画第２期実施計画の策定に向けた将来人口推計について」に、認知症有病率を乗じて推計。認知
症有病率に軽度認知障害（MCI）は含まれない。  
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現状からみえた課題 

保健や福祉の情報を得るのは「市の広報」からが圧倒的に多い状況ですが、「インター

ネットのホームページ」も２割を超えており、必要な人に必要な情報が届くよう、広

報や回覧板のような従来の媒体に加え、市のホームページやアプリなど様々な手法に

より、情報を効果的に発信していく必要があります。 

心配ごとや悩みごとの相談相手となる親族が周囲にいない人、相談する人自体がい

ない人が多くなっています。また、居住期間の短い区民も比較的多くなっていること

から、地域の人々のつながりを作る必要があります。 

川崎区は外国人住民人口が多く、区内に各国のコミュニティがあり、相互に支え合

いながら生活していますが、必要な情報が届かずに、疾病や妊娠など、相互支援の枠

から外れた問題を抱えた人や、コミュニティに参加できない人など、支援を必要とし

ている人が増えていると考えられます。 

また、外国人住民が地域から孤立していたり、経済的に困っていたりすると、子ど

もの教育にも影響を与えるため、相談体制を充実させる必要があります。 

高齢者の増加に伴い認知症高齢者も増加傾向が続いており、今後も増えることが予

測されています。認知症になっても、住み慣れた地域で安心して生活できるように、

認知症についての知識と理解を広め、家族だけでなく、身近な地域で支えることがで

きる人材をさらに増やすことが必要です。 

第５期計画からの継続課題 

情報を集約・整理して、必要な人に正しい情報が届くように、様々な機会や媒体を

通じた情報提供を行う必要があります。 

複雑化した生活課題に対応するためには、それぞれのライフステージに応じた相談

体制を構築し、関係機関と連携を図りながら、専門性の高い支援につなげていく必

要があります。 

地域活動への参加促進を図るため、ボランティア養成講座等を行い、地域活動を担

う人材を育成し、活動を継続していくための支援をすることが必要です。 

これらの課題を踏まえ、「基本目標２ 安心して暮らせる地域づくり」に向けて、３つ

の方針を定め、取組を展開していきます。 
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具体的な取組 

必要な人に正しい情報が届くように、様々な機会や媒体を通じた情報提供を行います。 

取組名 23 地域の保健福祉等に関する情報発信 

概要 地域の身近な保健、福祉等に関する情報を効果的に発信します。 

主な取組内容 

「川崎区地域保健福祉かわら版（通称ぽかぽか通信）」などの作成及び配布

「ぽかぽか通信」の周知や広報手法の検討及び実施 

協力施設における啓発物の配架等の実施 

協働団体等 地域活動団体、その他 

区担当所管 地域ケア推進課、衛生課 

取組名 24 川崎区こども情報発信事業 

概要

子育て中の保護者向けに、子育て情報誌の発行、ホームページ等による情報発

信、区役所での情報コーナーの設置など、子育て支援や相談窓口における効果

的な情報発信を行います。 

主な取組内容 

子育てガイドブック「さんぽみち」の作成及び配布 

「地域子育て支援センターのごあんない」リーフレットの配布 

ホームページ及びその他の情報手段（子育てアプリ等）による子育て情報発

信 

外国語子育て情報の充実 

子育て情報コーナーの運営 

区担当所管 地域ケア推進課、地域支援課、保育所等・地域連携担当 

取組名 25 外国人に向けた情報発信の充実 

概要

区内所管課の依頼に基づき、行政情報等の翻訳を行うことで外国人に向けた広

報を支援し、併せて、外国人市民が必要とする情報をまとめた「外国人住民の

ための川崎区生活便利ガイド」（7 言語対応）を区ホームページにより発信す

るなど、外国人に向けた効果的な情報発信を行います。 

主な取組内容 

外国人市民向けの区ホームページ等による情報の発信 

随時翻訳事業の実施 

より効果的な情報発信に向けた取組の検討及び実施 

協働団体等 地域活動団体 

区担当所管 企画課 

基本方針１ 情報提供の充実
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取組名 26 外国人向け避難対策の周知  

概要
外国人向けに風水害時のマイタイムラインや避難所の新型コロナウイルス感

染症対策を周知します。 

主な取組内容 多言語による講座・訓練等を通じた避難についての周知 

区担当所管 危機管理担当 
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それぞれのライフステージに応じた相談体制を構築するとともに、相談支援機関等と連

携し、専門性の高い相談支援を行います。 

取組名 27 相談支援の充実 

概要
多種多様な相談に対して、関係各課や関係機関との連携により、きめ細やかな

相談支援を行います。 

主な取組内容 

健康・介護に関する相談の実施 

認知症に関する相談の実施 

高齢者福祉に関する相談の実施 

障害者福祉に関する相談の実施 

仕事・生活の困りごとの相談の実施 

妊娠・出産に関する相談の実施 

育児、こどもの発育・発達に関する相談の実施 

思春期に関する相談の実施 

女性相談に関する相談の実施 

保育所等に関する相談の実施 

就学支援に関する相談の実施 

ひとり親の支援・相談の実施 

虐待に関する相談の実施 

歯科・栄養に関する相談の実施 

感染症・食中毒予防対策に関する相談の実施 

住まいの衛生管理等に関する相談の実施 

高齢者のペット終生飼養に関する相談の実施 

協働団体等 地域包括支援センター、障害者相談支援センター、その他 

区担当所管 

地域支援課、児童家庭課、高齢・障害課、衛生課、保護第１課、保護第2課、

保育所等・地域連携担当、学校・地域連携担当、大師地区健康福祉ST、 

田島地区健康福祉ST 

取組名 28 思春期問題対策事業 

概要
不登校児等の相談・支援を行い、不登校や引きこもりの子どもに適した社会参

加を促し、保護者などへの支援を行います。 

主な取組内容 

子どもの居場所「こどもサポート旭町」の運営 

不登校児等の保護者の会の実施 

個別支援検討会議の開催 

区担当所管 地域ケア推進課 

基本方針２ 相談支援の充実
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取組名 29 障害のある子どもへの地域支援の促進 

概要

療育手帳の相談・交付、福祉サービスや支援制度、関係機関等の紹介、ケア会

議の開催などにより、障害のある子どもが地域で生活しやすい環境整備を行い

ます。 

主な取組内容 

療育手帳の相談・交付 

福祉サービスや支援制度、関係機関等の紹介 

ケア会議の開催 

協働団体等 発達相談支援センター、南部地域療育センター、その他 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 

取組名 30 外国につながる子ども・保護者への支援事業 

概要
日本語に不慣れな外国につながる子どもや保護者を支援するための取組を実

施し、子どもや保護者の孤立防止を図ります。 

主な取組内容 

川崎区子ども支援機関通訳・翻訳支援事業の実施 

通訳・翻訳ボランティアの育成に向けた研修の実施及び交流の推進 

外国につながる小中学生学習支援事業 

関係機関と連携した支援の実施、連携会議の開催 

協働団体等 地域活動団体、その他 

区担当所管 地域ケア推進課、地域支援課 

取組名 31 待機児童対策強化事業 

概要 分かりやすい認可保育所等の利用案内・相談業務を推進します。 

主な取組内容 

認可保育所等の入所希望者への説明会の実施 

外国人の入所希望・相談者への分かりやすい案内（英語・中国語のマップ作

成等）の実施 

区担当所管 児童家庭課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 

取組名 32 識字学習活動（にほんごひろば） 

概要
外国人区民を対象に日常的に必要な日本語を身につけるための学習の支援と

文化交流の場を提供します。 

主な取組内容 
識字学習活動の実施 

交流イベントの実施 

協働団体等 識字ボランティア 

区担当所管 生涯学習支援課 
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取組名 33 感染症・食中毒予防等の普及啓発 

概要
インフルエンザ、感染性胃腸炎及び食中毒の予防対策・施設等の衛生管理に関

する普及啓発を行います。 

主な取組内容 

高齢者施設、保育園等への感染症・食中毒予防対策に関する講習会の実施 

区民を対象とした住まいの衛生管理及び感染症・食中毒予防対策に関する普

及啓発の実施 

区担当所管 衛生課、保育所等・地域連携担当 

取組名 34 ホームレス等ハイリスク者を対象とした結核検診 

概要

川崎区は結核罹患率が市内で最も高いことから、市健康福祉局感染症対策課及

び生活保護・自立支援室と連携してホームレス等ハイリスク者を対象とした結

核検診を実施し、状況に応じた健康支援を行います。 

主な取組内容 問診及び胸部エックス線検査の実施 

協働団体等 水曜パトロールの会、その他 

区担当所管 衛生課 

取組名 35 自立支援対策プログラムの推進 

概要
生活困窮者に対するセーフティネットとしての生活保護制度において、自立に

向けた様々な支援を行います。 

主な取組内容 

各福祉事務所に２～３名の就労自立支援嘱託員を設置し、各種就労支援プロ

グラムへの移行等、生活保護受給者の個々に寄り添った就労支援を実施 

貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯の小・中学生を対象に、学校

以外の学習の機会や居場所の提供 

保健師・看護師と地区担当員が連携し、健康相談や糖尿病教室等の取り組み

を行い、健康づくりを支援 

居住支援相談機能の強化による、居所の確保、居住継続支援 

老齢年金の継続調査、障害基礎年金の調査を強化し、主に高齢者世帯におけ

る年金未受給（受給漏れ）者の受給を支援 

区担当所管 保護第1課、保護第2課、大師地区健康福祉ＳＴ、田島地区健康福祉ＳＴ 
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充実した地域活動を支えるために、地域で活動する人材の育成に取り組みます。 

取組名
36 健康づくりボランティア（健康づくりサポーター・食生活改善推進員）

の養成講座 

概要
ボランティア養成講座の実施や活動の継続に向けた支援を行い、健康づくりに

関わる人材を育成します。 

主な取組内容 

健康づくりサポーター養成講座の実施 

食生活改善推進員養成講座の実施 

養成講座受講者のフォロー講座の実施 

ボランティア交流会の実施 

協働団体等 健康づくりサポーター、食生活改善推進員連絡協議会 

区担当所管 地域支援課 

取組名 37 認知症サポーター養成講座 

概要

認知症の症状などを正しく理解し、認知症の人やその家族を地域の中で支えて

いく認知症サポーターを養成する講座を実施し、身近な見守りや支援の体制の

充実に向けて取り組みます。 

主な取組内容 
認知症サポーター養成講座の実施 

認知症サポーターフォロー講座の実施 

協働団体等 地域包括支援センター 

区担当所管 地域支援課 

取組名 38 川崎区キャラバンメイト連絡会 

概要
認知症サポーター養成講座による効果的な認知症への普及啓発を推進するた

め、講師役となるキャラバンメイトへの支援を行います。 

主な取組内容 キャラバンメイト連絡会の実施 

協働団体等 キャラバンメイト 

区担当所管 地域支援課 

取組名 39 子育てボランティア講座 

概要
ボランティア養成講座の実施や活動の継続に向けた支援を行い、子育て支援者

の人材を育成します。 

主な取組内容 
子育てボランティア養成講座の実施 

子育てボランティアフォロー講座の実施 

区担当所管 地域支援課 

基本方針３ 保健・福祉人材の育成



川崎区の地域福祉推進の取組  第２章 

81 

取組名 40 こんにちは赤ちゃん訪問員養成講座 

概要
訪問員養成講座や研修会の実施を通して、区内子育て情報を提供し、子育て世

代への見守り支援体制の充実に向けて取り組みます。 

主な取組内容 
こんにちは赤ちゃん訪問員養成講座の実施 

こんにちは赤ちゃん訪問員フォロー研修の実施 

協働団体等 民生委員児童委員協議会、子育てボランティア、その他 

区担当所管 地域支援課 

取組名 41 中・高校生のボランティア体験学習 

概要 中・高校生の保育体験学習の受け入れを行い、保育士職の理解を深めます。 

主な取組内容 
男性の育児参加事業等の子育て支援事業における中・高校生ボランティア受

け入れの実施 

区担当所管 保育所等・地域連携担当 

取組名 42 川崎区内専門職の人材育成 

概要
区内に在勤・在住の専門職に対してスキルアップのための研修会や情報交換な

どを実施し、区内における相談支援体制の充実に向けて取り組みます。 

主な取組内容 
スキルアップ研修会及び情報交換の実施 

区内専門職からの相談対応 

区担当所管 地域支援課、保育所等・地域連携担当 
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基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくり

基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくりに関する区の現状からみえた

課題や継続課題は次のとおりです。 

区の現状 

児童虐待相談・通告件数は増加傾向 

児童虐待相談・通告件数受付状況（再掲） 

ひとり暮らし高齢者や障害のある人が増加傾向 

川崎区のひとり暮らし高齢者数の推移（再掲） 

川崎区の障害者数の推移（再掲） 

資料：川崎市健康福祉年報（各年度末） 

※知的障害者数は判定のみ受けて手帳を所持していない者も含む。

基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくり 

7,004 7,126 7,199 7,183 7,181 7,260 

1,375 1,441 1,549 1,624 1,701 1,803

1,323 1,429 1,518 1,643 1,748 1,919

2,670 2,754 
3,031 3,189 3,442 3,691
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4,000

6,000

8,000

平成24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

（人）

身体障害者数 知的障害者数 精神障害者数 自立支援医療受給者

資料：川崎市こども未来局「川崎市子どもを虐待から

守る条例」第 21 条に基づく年次報告書及び報

道発表資料「平成 30 年度児童相談所・区役所
における児童虐待相談・通告件数」 

児童相談所、区役所で受け付ける児

童虐待相談・通告件数は増加傾向にあ

ります。 
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資料：国勢調査 

平成27（2015）年の国勢調査では、

ひとり暮らし高齢者数は 12,000 人を

超え、高齢者人口の25.8％となってい

ます。 

また、この５年間で障害のある人の数

も増えています。 
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川崎区
n=  278人
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「地域防犯・防災に関する問題」と「高齢者に関する問題」に関心が高い 

「地域」においての問題（複数回答・上位６項目）） 

「地域」において、いま問題だと感

じていることについて、「地域防犯・防

災に関する問題」が 37.4%と最も高

く、市全体より割合が高くなっていま

す。次いで「高齢者に関する問題」が

33.1％となっています。 

孤立死を防ぐために有効だと思うことは「地域住民による声かけ、見守り」 

孤立死を防ぐために有効と思うこと（複数回答・上位６項目）） 

孤立死を防ぐために有効と思うこと

について、「地域住民による声かけ、見

守り」が 65.8％と最も高く、市全体

より割合が高くなっています。また、

「新聞・郵便配達等、民間の協力によ

る情報共有」に対する期待も高くなっ

ています。 

資料：第５回川崎市地域福祉実態調査（令和元年度） 

資料：第５回川崎市地域福祉実態調査（令和元年度） 
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現状からみえた課題 

児童虐待相談・通告件数は、前期からの直近３年間で約 24％増と増加傾向が続い

ており、児童相談所、区役所には関係機関や地域の人たちからの相談が多く寄せられ

ています。また、保護者の経済的困難による貧困の連鎖も深刻な問題です。次世代を

担う子どもたちの育ちを地域全体で見守り、要保護児童等の支援が必要と思われる子

どもを適切な支援につなげていくための仕組みづくりが必要です。 

川崎区では高齢化の進展とともにひとり暮らし高齢者も増加しており、高齢者の約

４人に１人がひとり暮らしとなっています。また、障害のある人も増加しており、台

風など、災害時の要援護者の避難への対応が課題となっています。高齢者、障害者の

支援機関の連携や医療、介護、福祉の連携を強化していく必要があります。 

「地域」において、いま問題だと感じていることについて、「地域防犯・防災に関す

る問題」や「高齢者に関する問題」、「子どもに関する問題」が上位にあげられていま

す。地域を幅広く見守る体制を構築していく必要があります。 

孤立死を防ぐために有効だと思うこととして、「地域住民による声かけ、見守り」や

「新聞・郵便配達等、民間の協力による情報共有」が上位にあげられています。地域

の人や、民間企業、活動団体、行政が連携したネットワークを作り、対応していく必

要があります。 

第５期計画からの継続課題 

多様化・複雑化している生活課題に対応するためには、区民、活動団体、事業者、

行政等が地域を基盤に横断的につながり、連携して必要な支援につなげることがで

きる仕組みを作ることが必要です。 

災害発生等の有事を見据えて、地域の中でつながり、見守り・支え合う仕組みづく

りをしていくことが必要です。また、災害を我が事として捉えることができる啓発

をしていくことも必要となっています。 

虐待や不登校・引きこもりに係る件数の増加、外国につながる子どもへの支援、子

どもや若者の貧困の連鎖等、様々な課題がある中、課題解決につなげていくための

支援が必要です。 

これらの課題を踏まえ、「基本目標３ 見守り・支え合いのネットワークづくり」に向

けて、２つの方針を定め、取組を展開していきます。  
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具体的な取組 

支援が必要な人や、自ら助けを求めることが難しい人に必要な支援が届くよう、地域で

の見守り・支え合いの仕組みづくりをさらに進めます。 

取組名 43 災害時要援護者避難支援体制の充実 

概要
地域における共助による災害時要援護者避難支援制度に係る登録申請の受付、

データ作成及び支援組織との連絡調整や避難支援制度の普及啓発を行います。

主な取組内容 

災害時要援護者避難支援制度に係る登録者データ等の作成及び支援組織へ

の情報の提供 

関連事業を通じた避難支援制度の普及啓発 

協働団体等 自主防災組織、民生委員児童委員協議会、その他 

区担当所管 
危機管理担当、地域ケア推進課、高齢・障害課、大師支所区民センター、 

大師地区健康福祉ST、田島支所区民センター、田島地区健康福祉ST 

取組名 44 徘徊高齢者等SOSネットワーク事業等の推進 

概要
関係機関のネットワークによって徘徊高齢者の安全を守り、その家族等への支

援を行うとともに、認知症についての普及啓発を図ります。 

主な取組内容 
徘徊高齢者等SOSネットワーク事業の事前登録、徘徊時の支援、徘徊高齢

者などの保護等の実施 

協働団体等 地域包括支援センター 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 

取組名 45 ひとり暮らし等高齢者見守り事業の推進  

概要
民生委員児童委員協議会の協力により、ひとり暮らし等の高齢者世帯を、必要

に応じて見守りにつなげるなど、地域における高齢者の見守りを推進します。

主な取組内容 
75歳以上のひとり暮らし等高齢者見守り調査の実施 

見守りが必要な高齢者等に対する見守りの実施 

協働団体等 民生委員児童委員協議会 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 

基本方針１ 支援につながる仕組みづくり
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取組名 46 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の普及啓発  

概要

高齢者・障害者で判断能力が不十分な人などの権利を守り、地域で自立した生

活を送ることができるよう、日常生活自立支援事業へつなぐための普及啓発を

図ります。 

主な取組内容 
金銭管理が困難な高齢者及び障害者に関する相談時の川崎区あんしんセン

ターへの紹介 

協働団体等 あんしんセンター（区社協） 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 

取組名 47 成年後見制度の普及啓発  

概要

高齢者・障害者で判断能力が十分でない人の財産や権利を保護し、生活を支援

することを目的とした成年後見制度を円滑に利用できるよう、普及啓発を図り

ます。 

主な取組内容 
金銭管理や身上監護で成年後見制度を必要とする対象者への情報提供及び

制度利用の支援 

協働団体等 地域包括支援センター、障害者相談支援センター 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 

取組名 48 高齢者虐待への支援体制の充実  

概要 高齢者虐待の相談支援を行います。 

主な取組内容 

地域包括支援センターと連携した「高齢者虐待対応マニュアル」に基づく適

切な相談支援の実施 

警察や医療機関、介護支援専門員などの関係機関との連携推進 

協働団体等 地域包括支援センター 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 

取組名 49 障害者虐待への支援体制の充実 

概要 障害者虐待の相談支援を行います。 

主な取組内容 

障害者相談支援センターと連携した「障害者虐待対応マニュアル」に基づく

適切な相談支援の実施 

障害者更生相談所、精神保健福祉センター等の専門機関との連携による障害

特性に合った相談支援の実施 

警察や医療機関、サービス提供事業所などの関係機関との連携推進 

協働団体等 障害者相談支援センター 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST 
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取組名 50 養育状況等に課題のある要保護児童等への支援体制の充実  

概要
要保護児童対策地域協議会による関係機関、団体等との地域ネットワークによ

り、保護や支援を必要とする児童等を早期発見し、適切な支援につなげます。

主な取組内容 

要保護児童対策地域協議会実務者会議の開催 

個別相談等による状況の把握及び警察署、医療機関、児童相談所等の関係機

関と連携した対応の実施 

スクールソーシャルワーカーによる関係機関と連携した支援 

協働団体等 民生委員児童委員協議会、幼稚園、保育園、小学校、中学校、その他 

区担当所管 地域支援課、保育所等・地域連携担当、学校・地域連携担当 

取組名 51 認知症訪問支援事業  

概要
複数の専門職が、認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、初

期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行います。 

主な取組内容 認知症訪問支援事業チーム員会議 

協働団体等 地域包括支援センター 

区担当所管 高齢・障害課 



第２章  川崎区の地域福祉推進の取組 

88

複雑化・多様化した課題に対応していくために、区民・団体・行政等がお互いの強みや

役割を理解し、協力・連携しながら、支援体制の充実を図ります。 

取組名 52 地域包括支援センターとの連携  

概要
地域包括支援センターと連携し、区における課題抽出や検討、ネットワークの

構築等を協議し、区における体制の充実に向けて取り組みます。 

主な取組内容 

地域ケア圏域会議及び個別ケア会議への支援 

相談支援・ケアマネジメント調整会議への支援 

相談支援・ケアマネジメント推進委員会の開催 

区地域包括支援センター連絡会議の開催 

川崎区介護支援専門員連絡会議の開催 

協働団体等 地域包括支援センター 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ＳＴ、田島地区健康福祉ＳＴ 

取組名 53 障害者相談支援センターとの連携  

概要

障害者相談支援センターと連携し、相談支援やケア会議、サービス調整会議等

を通して、障害者への具体的支援の検討と対応・情報交換・社会資源発掘に努

め、質の高い支援の充実に向けて取り組みます。 

主な取組内容 相談支援、ケア会議、サービス調整会議、相談支援調整会議等の開催 

協働団体等 障害者相談支援センター 

区担当所管 高齢・障害課、大師地区健康福祉ＳＴ、田島地区健康福祉ＳＴ 

取組名 54 社会福祉協議会との連携 

概要
区社協との連携及び協力を通じて各種サービス提供や地域福祉の普及、地域の

課題解決に向けた検討を行い、地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

主な取組内容 
高齢者、障害者の各種サービス、在宅サービスの提供 

連携会議の開催 

協働団体等 民生委員児童委員協議会、その他 

区担当所管 地域ケア推進課、高齢・障害課、大師地区健康福祉ST、田島地区健康福祉ST

基本方針２ 区民・団体・行政等の連携による支援体制づくり
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取組名 55 川崎区在宅療養推進協議会との連携  

概要

川崎区在宅療養推進協議会と連携し、安心して在宅で医療・看護・介護・福祉

等一体となったケアが受けることができるよう、在宅療養についての多職種連

携や普及啓発を図ります。 

主な取組内容 様々な機会を活用した在宅療養についての普及啓発の実施 

協働団体等 
医師会、病院協会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、地域包括支援センター、 

訪問介護ステーション、介護支援専門員連絡会、その他 

区担当所管 高齢・障害課 

取組名 56 地域見守りネットワーク事業  

概要
地域見守りネットワーク事業の協力事業者との連携により、細やかなネット

ワークを構築します。 

主な取組内容 地域見守りネットワーク事業協力事業者との連携した見守り活動の実施 

協働団体等 地域見守りネットワーク事業協力事業者 

区担当所管 地域ケア推進課 

取組名 57 子ども見守り活動  

概要

町内会・自治会やPTAなどとの連携により、小学校の登下校の時間帯に見守

り活動を実施し、子どもの安全確保対策及び地域と学校とのつながりを強化し

ます。 

主な取組内容 登下校時の見守り活動の実施 

協働団体等 町内会・自治会、小学校PTA、その他 

区担当所管 危機管理担当、大師支所区民センター、田島支所区民センター 

取組名 58 こども総合支援ネットワーク環境整備事業  

概要
子育て支援関係機関が集い、子育てに関する情報交換や課題を共有し、連携を

強化します。 

主な取組内容 

こども総合支援ネットワーク会議の開催 

課題別部会の開催 

子育て支援に関する講演会の開催 

協働団体等 
民生委員児童委員協議会、区社協、地域子育て支援センター、 

こども文化センター、幼稚園、保育所、学校、その他 

区担当所管 地域ケア推進課 
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取組名 59 川崎区幼保小連携事業  

概要

幼稚園、保育所、小学校との連携を深め、子どもの連続した育ちを支援します。

また、区教育担当との会議や幼稚園・保育所・小学校等の組織の代表による会

議などを開催し、学校や子どもに関する様々な課題への対応の検討を行いま

す。 

主な取組内容 

代表者連絡会等の実施 

就学を控えた幼稚園及び保育園に在籍していない子を対象とした交流保育

「年長児体験保育」の実施 

協働団体等 幼稚園、保育所、小学校、その他 

区担当所管 保育所等・地域連携担当 

取組名 60 川崎区地域自立支援協議会  

概要

障害者福祉の関係者が幅広く参加し、定期的な協議を行うことで、相談支援事

業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりや安心して生活で

きる地域づくりを推進します。 

主な取組内容 地域自立支援協議会の開催 

協働団体等 障害者相談支援センター、その他 

区担当所管 高齢・障害課 

取組名 61 川崎区健康づくり推進連絡会議  

概要
区内の関係機関・団体と連携し、必要な取組の展開によるかわさき健康づくり

21の推進と区民の健康課題の解決を図ります。 

主な取組内容 健康づくり推進連絡会議の開催 

協働団体等 
医師会、歯科医師会、町内会・自治会、民生委員児童委員協議会、 

地域活動団体、学校、その他 

区担当所管 地域支援課 

取組名 62 川崎区食育推進分科会  

概要
川崎市食育推進計画に基づき、区内の関係機関・団体が連携して食生活を通し

た健康づくりの普及啓発を図ります。 

主な取組内容 食育推進分科会の開催 

協働団体等 
食生活改善推進員連絡協議会、企業、栄養士会、食品衛生協会、 

地域活動団体、こども文化センター、幼稚園、保育園、学校、その他 

区担当所管 地域支援課 
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取組名 63 地域マネジメントの推進  

概要
関係団体や地域住民と課題を共有及び検討しながら、身近な地域づくりを推進

します。 

主な取組内容 地区カルテ等を活用したワークショップの実施による課題の共有及び検討 

協働団体等 町内会・自治会、民生委員児童委員協議会、区社協、その他 

区担当所管 地域ケア推進課、地域支援課 

取組名 64 川崎区地域包括ケアシステムネットワーク会議  

概要

地域の課題等について、様々な関係機関と情報の共有・検討するためのネット

ワーク会議を開催し、川崎区における地域包括ケアシステムの取組・連携を推

進します。 

主な取組内容 川崎区地域包括ケアシステムネットワーク会議の開催 

協働団体等 町内会・自治会、民生委員児童委員協議会、区社協、その他 

区担当所管 地域ケア推進課 

取組名 65 いきいきかわさき区提案事業  

概要
地域課題の解決に向けて、市民活動団体等から事業提案を募集し、区と提案団

体がお互いの特性を活かしながら、協働による取組を推進します。 

主な取組内容 
地域課題の解決に資する提案に取り組む地域活動団体に対する必要経費等

の支援の実施 

協働団体等 地域活動団体、その他 

区担当所管 企画課 

取組名 66 企業市民交流事業 

概要
企業の地域貢献活動の機運を高め、生活市民と企業市民の交流の場づくりや協

働による魅力あるまちづくりを進めます。 

主な取組内容 

区内中学２年生に対する働くことについて、企業・団体職員を講師とした出

前授業 

小学生の自由研究を意識したツアー・イベントの実施 

協働団体等 企業、区町内会連合会、区社協、区ＰＴＡ協議会、その他 

区担当所管 地域振興課 
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５ 川崎区社会福祉協議会の取組 

（１）社会福祉協議会とは

① 川崎区社会福祉協議会とは 

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき全国都道府県市区町村それぞれに組織される

民間の福祉団体です。誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを住民と共に考え、協

力しあい、推進していくことを目的としています。正式には「社会福祉協議会」と言い

ますが、呼びやすく「社協（しゃきょう）」とも呼ばれています。川崎区社会福祉協議会

は、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会の川崎区支部になります。 

川崎区社会福祉協議会では、川崎区内の地域福祉の向上に向けて、ボランティア活動、

福祉教育、子育て支援事業等の推進のための取組を実施しています。各種事業を実施す

るにあたっては、川崎区内の町内会・自治会、民生委員児童委員、保護司、また社会福

祉事業や活動を行っている福祉施設・ボランティア団体等の会員の代表者をもって、組

織運営の方向性を決定し、実施しています。このほかに社会福祉協議会の事業に賛同し、

資金面で川崎区社会福祉協議会を支援する賛助会員制度があります。 

② 地区社会福祉協議会とは 

住民に身近な小地域の福祉課題の解決に向け、地域住民全員が福祉の担い手となり、

住民同士がお互いに「支え合うこと」を目的としてさまざまな活動を展開している任意

団体です。 

川崎区内には10の地区社会福祉協議会（中央第一・中央第二・渡田・大島・大師第

一・大師第二・大師第三・大師第四・田島・小田）があります。構成員や活動内容は、

それぞれの地区社会福祉協議会によって異なりますが、その多くは町内会・自治会、民

生委員児童委員、保護司、社会福祉に関するその他の団体等によって構成され、様々な

福祉活動を行っています。 

川崎区社会福祉協議会の事業紹介 

福祉教育の推進
災害ボランティア 

センターの啓発
ボランティア 

活動の振興 

車いすや福祉用具 

の貸出 

ボランティア団体・障害当事者

団体・子育て支援団体等への

助成 

子ども支援の推進 

区社協広報誌 

「ウェーブ」の発行 

あんしんセンター 

事業の実施 

福祉用具のリサイクル等

有効活用事業 

生活福祉 

資金の貸付 
地区社会福祉協議会 

の活動支援 

川崎区社協 

福祉まつりの開催 
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（２）川崎区社会福祉協議会活動紹介

■地区社会福祉協議会の支援 

地域包括ケアシステムの構築が進められている中、平成29年に地域支え合い活動助

成金を創設し、地区社会福祉協議会が実施する支え合い活動の促進を支援しています。 

高齢者を対象にしたサロン、子ども食堂、地域の方による見守りなどの地域の課題に

沿った支え合い活動、高齢者や障害者や子どもが交流する行事、地域課題や災害をテー

マにした懇談会などが開催されており、地域住民主体の支え合い活動の輪が広がってい

ます。 

■災害ボランティアセンター 

災害ボランティアセンターは、大きな災害が発生した際に、被災した方々や地域を支

援するために、臨時的・応急的に作られるボランティアセンターで、大きな災害が発生

した時には社会福祉協議会が運営することになっています。 

平時からできる活動として、市や区の防災訓練において運営訓練や広報啓発活動を

行っています。また、地区社会福祉協議会や町内会・自治会、民生委員児童委員の研修

会において普及活動を実施しています。 

■子ども支援 

川崎区社会福祉協議会では、母親クラブなど子育て中の親子を支援する活動を長年に

渡り行ってきております。 

近年、地域の子どもの食事を支援する子ども食堂が話題となり、川崎区においても増

加してきています。このような状況の中、川崎区社会福祉協議会では子ども食堂を運営

する団体の情報交換会を定期的に開催し、各団体の課題などを共有する場を設けていま

す。また、新型コロナウイルスにより学校が休校となった際には、行政や関係機関と連

携しながら、食事に困っている子どもがいる家庭に食料を届ける食支援活動を行いまし

た。 

＜災害ボランティアセンターの広報啓発活動＞ 

  （区防災訓練時の川崎区社会福祉協議会ブース） 
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１ 計画の推進体制 

（１）自助・互助・共助・公助による推進

地域課題の解決や、計画の理念の実現に向けては、一人ひとりの力だけでは限りがあり

ます。区民の皆さん、地域活動団体、関係機関、行政などがそれぞれの役割の中で力を合

わせる関係を作り、一人ひとりの取組や身近な地域での助け合い、地域活動や公的サービ

スなどを組み合わせて地域課題の解決に向けて取り組んでいきます。 

       それぞれの役割 

＜例えば…＞ 

情報提供の充実→ 冊子・ホームページによる情報発信

など 

相談支援体制の充実 

生活困窮者への支援の推進など 

虐待相談支援体制の充実など 

＜例えば…＞ 

自らの健康管理→ 健康診断の受診など 

健康づくり・いきがいづくり→ 健康体操や趣味のサー

クルへの参加など 

地域活動への参加→ 地域での防災訓練やボランティア

活動への参加など 

近所や身近な人と普段から交流をもつこと 

町内会・自治会に加入すること 

具体的な行動や取組 

区民一人ひとりが 

自分でできること 

法律などに基づき、 

行政機関などが提供 

するサービス 

自助 

＜例えば…＞ 

地域の見守り、支え合いの推進→ 高齢者見守り事業や

登下校の見守りなど 

町内会・自治会の活動に参加すること 

ボランティアとして活動すること 

＜例えば…＞ 

医療保険サービスの提供 

介護保険サービスの提供 

隣近所や地域住民同士の

助け合いなど

社会保険のような 

制度化された 

相互扶助

互助 

共助 

公助 
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（２）川崎区社会福祉協議会との連携による推進

共通の理念の実現に向けて連携会議等を通じて、地域の情報や課題を共有し、お互いの

役割を明確にしていくとともに相互に補完し合いながら、計画を推進していきます。 

２ 計画の進行管理 

川崎区地域福祉計画推進会議や川崎区地域づくり等検討会において、ＰＤＣＡサイクルに

より、進捗状況の管理・点検を行います。そして、次年度に向けての課題・展開・事業内容

の見直しなどを検討し、計画を推進します。 

川崎区地域づくり等検討会 

【行政職員による点検】 

川崎区地域福祉計画推進会議 

【区民の視点で点検】 

計画の進行体制 

川崎区 

社会福祉

協議会 

連携会議

共有・連携 

計 画 の 取 組 

ＰＤＣＡサイクル 

基本理念に基づき、目標達成

に向けてどのようなことを
すべきか、計画を立てます 

計画に基づいて取組が実行
されているか、進み具合は

どうか、点検、分析します

点検結果により事業や計画

の見直しを行い、改善すべ

きところは改善し、次の計
画につなげます 

計画
Plan

実行
Do

点検
Check

改善
Action

それぞれが役割を果たせる
よう取り組みます 
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